
＋

私
の
て
し
と
権
格
人

例

判

一

に
め
じ
は

次

目

て
い
つ
に
権
行
通
道

一

真

田

和

＋

、
は
稿
本

格
人

四

性

利

権

三

説

学

二

路
道
、
設
開
路
道

五

性
権え

代
に
め
と
ま

定
指
置
位

て

に

め

じ

は

成
構
的
法
の
権
行
通
道
私

討
検
を

性
要
不
の

あ
で
の
も
る
す
と
う
よ
し

権
格
人
を
利
権
の
こ
。
る

と
解
見
る
げ
挙
に
つ
一
の

の
他
の
そ

＋

。
た
し
定
肯

来
従
で
解
見

由
理
る
え
考

格
人

そ
。
た
っ
あ
が
い
争
ら
か

来
従
、
は
で
下
以

中
最
の

て
し
示
を

理
整
を
論
議
の

数
。
る
え
考
と
い
た
み

権
行
通
道
私
の
て
し
と
権

て
い
つ
に

田
和

決
判
年
九
成
平
裁
高
最
、

は

、
で
上
の
そ
、
つ
つ
し

人

の
決
判
の
く
多

道
私
の
こ

こ
き
づ
基
に
析
分

）

＋

表
う
い
と
」
利
権
的
権
格

権
格
人
が
権
行
通

私
で
現

の
利
権
の

る
れ
さ
摂
包
に

い
つ
に
容
内
な
的
体
具

五
六
七
一

き
べ

て
め
初
を
権
行
通
道

で
す
は
て

と
る
あ
で
利
権

の
く
多
に

）
五
四
一
一



命
立

で
ろ
こ
と

る
あ
が
究
研

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

）
１

構
的
法
に
特
は
稿
本
、
が

と
権
行
通
道
私
、

限
に
成

な
う
よ
の
ど
は

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

る
あ
で
の
も
る
え
考
て
っ

、
を
か
の
る
あ
で
利
権

。

述
に
初
最

六
六
七
一

。
る
あ
が
要
必
く
お
て
べ

基
築
建

）
六
四
一
一

、
て

し
と
路
道
の
上
法
準

ち
建

準
基
る
め
定

四
法
同

が
な

の
ル
ト
ー
メ

で
ん
並

要

は
又
更
変
の

路
道
ら

は
号
五
項
一
条
一

七
法
同

す
合
適
に

の
物
築
建
地
土

い

か
庁
政
行
定
特
で
道
る

満
未
ル
ト
ー
メ
四
員
幅
る

界
境
の
路
道
の
そ
を
線

の

割
役
の
て
し
と

な
み
と
線

制
の
止
廃

め
た
す
た
果
を

限

）
条
七

、）
条
五
四
法
同

そ
、
し
か
し
。
る
あ
で
等

た
る
す
用
利
て
し
と
地
敷

定
指
置
位
の
そ
ら

道
、
め

特
、
で
道

の
も
た
け
受
を

す

た
し
定
指
の
庁
政
行
定

よ
の
そ
。
る
い
て
め
定
と

を
制
規
な
的
法
公
に

な
う

け
お
に
路
道

る
い
て
け
受

為
行
止
禁
る

当
に
制
規
な
う
よ
の

路
道

の
ど
な
法
路

限
い
な
ら
た

道
を

で
い
な
ら
よ
に
律
法

二
条
同
に
ら
さ
、
し
と
路

て
し
と
則
原
、
は
の
も

項

上
法
準
基
築
建

心
中
の
そ

路
道
の

築
建
の
内
路
道
。

）
道
私

限
制

）
条
六
七
法
通
交

基
築
建

は
で
り

に
用
使
の
路
道
、

私
は
者
有
所
地
敷
道
私
、

、
は

で
令
政
る
れ
さ
造
築

水
ら
か
線

が
物
築
建
に
現

で
地
有
私
、
は

二
離
距
平

私
、）
条
四
四
法
準

り
あ

道

必
の
可
許
の
て
し
際

道ど
な
法
方
用
使
の

＋

え
超
を
囲
範

自
て
い
つ
に

ら
得
が
済
救

者
用
利
路
道

る
す
理
管
ら

の
な
何
は
拠

る
す
有
を
限
権

は
に
き
と
る
す
害
妨
て

私

地
敷
が
行
通
の

者
用
利
、

い
な
れ

て
っ
よ
に
者
有
所

害
妨
の
上
法
私
、
に
合
場

２

の
な
題
問
の
で
こ
こ
が
か

る
あ
で

例

判

一

対
に
れ
こ
。）
権
理
管
道

は
に
的
次
一
第
は

敷
、
し

れ
さ
害
妨

て
し
対
に
政
行

排

さ
害
妨
は
又
か
る
い
て

請
防
予
害
妨
や
権
求
請
除

権
求

）

私
が
理
管
の
者
有
所
地

。

排
の
害
妨
の
そ

者
用
利
道

お
る
れ

こ
る
す
求
請
を
除

ら
わ
関
も
に
る
あ
が
れ
そ

認
、
か
の
る
れ
ら
め
認
が

的
理
合
を
行
通
の

れ
ら
め

ず

、
が
だ
。
る
な
に
と

な

す
と
る

の
上
政
行
な
切
適

根
の
そ
ば
れ

＋

連
関

に
権
行
通

の
つ
五

１

判
裁
高
最
る
す
係
関

例
判

つ
五
の
次
、
は
て
し
と
例

。
る
れ
ら
げ
挙
を

＋ ＋

と

が
道
私
、
は

一
第
ず
ま

は
の
用
使
る
え

的
質
本
は

月
一
年
九
三
和
昭
判
最
、

で
の
た
っ
な
に
題
問

六
一

。
る
な
異
に

公
、
く
な
は

由
自

者
行
通
道
村
は
決
判

し
そ
、
し
と
る
す
有
を
権

一
巻
一
巻
八
一
集
民
日

て

号

通
の
道
村
る
あ
で
道

下
以

民
村
の
他
は

為
行
害
妨
行

こ
、

由
自
し
い
な
益
利
の

続
継
て
し
対
に
権
由
自
の

と
決
判
年
九
三
和
昭
、

的

求
請
が
除
排
の

で
）
う
い

し
害
を

点
の
こ
。
た
れ
さ

活
生
の
己
自
で
囲
範
い
な

合
場
た
れ
わ
行
が
害
妨
な

案
事
の
こ
。
る
あ

妨
は
に

上

例
判
の
つ
四
の
後
で

で

除
排
害

行
を
動
行
の
須
必

判
の
こ
。
た

し
と
る
き
で

求

指
置
位
路
道

、
は
二
第

ら
か
る
あ
で

、
し
対
に

＋

垣
竹
た
し
在

の
も
た
し
却

通
に
上
道
公
て
っ
も
を
決

四
年
三
成
平
判
最

自
の
行

を
分
処
定

判
金
日
九
一
月

原

所
の
へ
上
道
私
た
け
受

利
の
行
通
の
人
般
一
が
審

値
に
護
保
上
法
民
、

は
益

そ
。
る
あ
で

権
由
自
る
す

び
及

で
件
本
、
は
由
理
の

側
内
の
垣
け
生
の
キ
サ
マ

も
た
れ
ら
め
認
が
権
由

に

二
四
号
二
七
八

価
評
と
の

頁

る
よ
に
者
有

成
平
、
下
以

置
設
物
害
障

よ
に
定
指
置
位
路
道

前
従

利
的
射
反
る

さ
護
保
て
し
と
）
権
格
人

所
場
た
っ
な
と
題
問

る
れ

現
て
し
置
位

位
路
道
、
が

て
し
と
路
道
は
に
実

）
３

決
判
年
三

。
る
い
て
れ
さの

建
、
り
あ
で
）
う
い
と

の
塀
の
へ
置
位
じ
同
と
塀

人
私
、
が
る
あ
で
益

築
再

る
あ
で
き
べ

活
生
常
日
の

指
置

棄
破
を
決
判
た
し
と

た
い
は
て
け
受
を
分
処
定

っ
か
な
い
て
れ
さ
設
開

も

二
四
法
準
基
築

、
ら
か
た

請
去
徐
る
す
対
に
）

の
条

た
し

益
利
行
通
な
要
必
上

従
、
の
の

棄
を
求
請
、
上

自
を
分
部
の
そ

存
ら
か
前

に
由

＋

利
て
し
と
路

こ
る
す
行
通と

、
内
の
分
部

最
の
三
第

じ

道
、
で
け
だ

去
除
て
し

権
る
き
で
が
と

言
は
と
た

れ
さ
用

う
い
と
い
な
は
利

私
ば
れ
け
な
で
の
る
い
て

六
二
月
一
一
年
五
成
平
判

従
が
分
部
の
題
問

時
判
日

対
の
求
請

内
の
塀
ら
か
前

路

ロ
ブ
る
い
て
っ
な
と
象

な
で
け
だ
分
部
定
指
置
位

侵
が
権
格
人
、
ず
え

幅
お

っ
あ
で
の
も

い
て
れ
さ
害

上
法

私
、
は
決
判
本
。
た

い
な
れ
ら
け
受
は
護
保
の

頁
九
八
号
二
〇
五
一

趣

て
っ
た
当
に
側

平
、
下
以

塀
ク
ッ

し
と
路
道
、
り
お

路
通
は
て
っ
よ
に
造
築
の

に
道
公
の
ル
ト
ー
メ
二
員

難
し
解
理
は
と
る

る
じ
通

指
置
位
が
道

。
た
し
と
い

を
旨

も
て
い
て
け
受
を
定

重
て
し
と
決
判
た
し
認
確

）
う
い
と
決
判
年
五
成

要

て
れ
さ
設
開
て

路
道
、
も

員
幅
の

と
こ
た
っ
か
な
い

分
枚
二
幅
の
ク
ッ
ロ
ブ
が

限
る
い
て
し
在
存
が
路
通

に
で
す
れ
さ
設
開

日
、
り

位

。
る
す
有
を
義
意
な

道

回
今
、

た
け
受
を
定
指
置

め
狭
が
度
程

為
行
害
妨
の

が
障
支
に
活
生
常

た
れ
ら

生

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

七
六
七
一

）
七
四
一
一



命
立

異
は
と
者
二

成
平
判
最

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

五
集
民
日
八
月
二
一
年
九

実
現
に
既
て
っ
な

一
巻
一

れ
さ
設
開
に

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

頁
一
四
二
四
号
〇

四
幅
る
い
て

成
平
、
下
以

を
路
道
の
ル
ト
ー
メ

八
六
七
一

、
は
）
う
い
と
決
判
年
九

す
行
通
で
車
動
自

位
路
道

る

は
で
件
本

）
八
四
一
一

〇
三

前
、
け
受
を
定
指
置

つ
に
）
ぶ

及
に
期
長
の
年

置
設
の
ど

し
著
る
回
上

い基
築
建
の
ル

、
に
後
最

）、
て
し
と
く

く
な
か
し
績

の
欠
可
不
上
活
生
常
日
て

な
る
被
を
害
損
い

を
益
利

や
除
排
の

情
事
の
段
特
ど

最

禁
の
為
行
害
妨
の
来
将

七
二
月
一
年
二
一
成
平
判

の
項
二
条
一
四
法
準

判
日

車
駐
貸
賃
、

路
道
し
な
み

求
請

自
う
伴
に
設
開
の
場

者
る
す
有

。
た
し
却
棄
を

の

通
が
者
有
所
地
敷
、
は

為
行
害
妨
、
り
限
い
な

利
権
る
め
求
を
止

動
自

三
〇
七
一
時

権
的
権
格
人

頁
一
三
一
号

九
成
平
も
て
い
つ
に

下
以

の
行
通
車
動

考
の
決
判
年

を
行

除
の
ル
ー
ポ
に
め
た

て
っ
よ
に
と
こ
る
す
忍
受

な
れ
通
に
的
面
全
を
車

通

る
す
有
を
）
利

に
う
よ
い

年
二
一
成
平
、

。
た
し
と

を
方
え

は
）
う
い
と
決
判

二
、
歩
徒
、
つ
つ
し
用
適

常
日
は
と
こ
る
め
求
を
去

益
利
行
通
の
者
行

上
活
生

、

な
ト
ー
ゲ
易
簡
る
す

を

二
幅

通
る
よ
に
車
輪

ト
ー
メ
三

欠
を
件
要
の
欠
可
不

実
行

＋

決
判

九
三
和
昭

の
例
判

２
い
て

認
を
権
行
通

ず
い
は

す
対
に
成
構
律
法

評
と
る

由
自
は
で
決
判
年

価
評
る

道
私
も
れ

れ
ら
め
認
が
権

め

と
こ
る
あ
で
設
開
未
が

あ
で
明
不
か
う
ど
か
の
る

た
っ

）
４

権
格
人
、
と
の
も
る
す
価

で
道
公
の
の
も
た

し
い
な

と
由
理
を

対
に
道
村
る
あ

。

し
定
否
を
権
行
通
て
し

か
ら
ち
ど
も
価
評
の
説
学

し
と
提
前
を
権
由
自

言
と

り
あ
で
て
し

・
件
要
つ
つ

の
た

三
成
平
の
後
の
そ
、

私
、
は
で
階
段
の
こ
、
で

通
し
い
な
権
格
人
ば
え

道

か
ら
明
を
界
限

消
に
権
行

決
判
年

あ
で
の
も
た
し
に

最
て
い
つ
に

年
五
成
平
と

示
を
度
態
な
的
極

が
裁
高

し
）
５の
も
る
す
価
評
と
る

＋

用
を
念
概
利

て
れ
か
分
に

れ
こ
。
た
い

現
表
う
い
と

た
い

年
九
成
平
て
し
対
に

年
九
三
和
昭
、
し
か
し
。

野
。
る
い
て
し
用
採
を

判

め
初
、
は
決
判

高
最
宏
山

う
よ
の
決

請
に
的
極
積
て

裁

な
単
、
も
で
権
由
自
な

格
人
、
ば
れ
よ
に
官
査
調

的
権

＋ ＋

、
で
脈
文
る
す
定
肯
を
求

な
も
で
権
格
人
る

権
格
人

ざ
わ
ざ
わ
、
く

）
６

予
害
妨
の
て
し
と
利
権
な

う
い
と
」
利
権
的

妨
・
防

権

除
排
害

」
利
権
的
権
格
人

平
と
る
す
生

発
が
権
求
請

）
決
判
」
件

上
法
定
実
は

）
７

。
う
い
と

、
が
た
し
は
決
判
年
九
成

、
く
無
が
定
規
の

決
判
本

も
て
い
お
に

例
判
裁
高
最

方
北

い
て
れ
さ
な
が
義
定

決
判
」
件
事
ル
ナ
ー
ャ
ジ

ゆ
わ
い
は
利
権
う
い
の

以

権
格
人
る月

六
年
一
六
和
昭
判
大
最

、
ら
か
と
こ
い
な

一
一

や
誉
名
、
降

権
的
権
格
人

異
と

に
等
ー
シ
バ
イ
ラ
プ

い
な
れ
ら
え
考
は
と
る
な

八
号
四
巻
〇
四
集
民
日

が

現
表
う
い
と
」
利

頁
二
七

差
く
づ
基

れ
ら
め
ど
と
に

、
基
に
権
格
人
を
求
請
止

て
い
つ
に
権
格
人も

た

事
ル
ナ
ー
ャ
ジ
方
北

る
せ
か
づ

る
れ
わ
思
と
の

重

は
で
務
実
判

裁
は
と
こ

つ

双
の
利
権
き

を
度
態
な

で
点
論
の

）
９

。
る
あ

＋

も
て
見
と
た
し
着
定
ぼ
ほ

こ
う
い
と
た
し
示

が
い
良

括
包
を
方

か
う
ろ
な
に
と

う
よ
の
ど
に
と
こ
る
す

）
８

成
平
、
も
ど
れ
け
。
る
あ

判
年
九

説

学

二

生
な
う
よ
の
害
妨
行
通
、

誉
名
に
権
格
人
。

害
妨
活

が
点
利
な

シ
バ
イ
ラ
プ
、

決

に
的
論
理
、
か
の
る
あ

に
権
格
人
、
は
て
し
対
に

の
で
例
事
の
プ
イ
タ

づ
基

権
の
ど
な
ー

よ
に
権
格
人

一
統

為
行
害
妨
活
生
と
利

が
分
部
く
つ
が
明
説
な
的

し
定
肯
を
求
請
止
差
く

あ

に
求
請
止
差
る

と
の
も
た

べ
る
れ
さ
護
保
ら
か

慎
は

る
す

一
は
か
う
ど
か
の
る

で
ら
専
が
価
評

＋

田
内

行
法
不

１

行
通
道
私

て
い
つ

は
で
点
の
こ

授
教

合
場
た
れ
さ
害
妨
が

指
の

害
侵
は
説
為

中
の
そ
、
に

的
権
物
に
ち
直
ば
れ
あ
が

格
人
る
す
対
に
為
行
法
不

取
も
と
る
あ
で
摘

基
に
権

め
求
を
止

の
者
害
妨
、
れ

請

す
関
に
拠
根
の
合
場
る

る
見
と
る
す
生
発
が
権
求

同
と
求
請
止
差
く
づ

り
よ

失
過
・
意
故

が
造
構
の
様

学
る

ら
え
考
と
要
必
で
ま

け
分
に
つ
四
く
き
大
は
説

考
較
比
を
情
事
諸
、
も

ら判
て
し
量

）
る
い
て
れ
さ
と
る
れ
ら
見

確
明
は
か
る
い
て
れ

だ
た

断

。
う
よ
れ

。）
い
な
で

違
、
し

、
り
あ
で
き
べ
す

に
断
判
性
法

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

九
六
七
一

）
九
四
一
一



命
立

と
権
格
人

権
格
人

２

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

は
説
学
る
す
成
構
て
し 説

よ
の
ど
、

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

侵
が
権
格
人
的
体
具
な
う

れ
さ
害

〇
七
七
一

よ
に
か
の
る
見
と
る
い
て

さ
て
っ

）
〇
五
一
一

。
る
れ
さ
分
二
に
ら

も
る
い
て

為
行
法
不

由
自

の
も
る
め
含

の
の
そ
、
は

を
権
行
通

活
生

で
書
科
教
の
法

害
侵
の

実

護
保
に
的
般
一
は

）

に
権
格
人
た
ま
。
い
多
が

ら
た
あ
見
は
で
ま

る
す
関

の
地
役
要

害
侵
の

。
い
な

質

に
活
生
る
れ
ま
営
で
上

る
ゆ
わ
い
、
ば
え
言
ら
か

の
由
自
き
べ
る
れ
さ

照
日

も
で
書
究
研

て
し
と
つ
一

要
必

見
が
述
叙
の
様
同
、

捉
て
し
と
利
権
な
欠
可
不

と
合
場
の
ど
な
害
侵
権

え

行
通
の
道
公
、

物
、
様
同

三
和
昭
る
す
関
に

）

道
私
、
し
か
し
。
る
れ
ら

。
る
あ
で
解
見
る

行
通
を

権
債
や
権

は
官
判
裁
原
藤

九
、
て
く
な
は
で
害
侵
の

権
る
す

し
示
例
を
決
判
年

行
通
道
私
、

に
こ
こ
を
利

行
通
の
路
道
の
そ

害
妨
の

に

＋

義
意
在
存
の

り
成
て
っ
よ

通
ら
か
点
観

。
う
い
と
る

通
道
私
、
も

人
は
通
交
の

業
営
や
活
生
る
い
て
っ
立を

も
の
そ

い
と
」
要
必
の
来
往
行
通

は
と
障
保
の
用
利
地
袋

う

す
直
見
を
権
行

お
に
地
同

権
格
人
、
ば
ら
な

に
益
利
活
生
的
本
基
の
間

値
に
る
た
人
が
行

る
す
属

営
を
活
生
る
す

）

か
ほ
に
害
妨
る
す
対
に
の

し
化
小
矮
に
解
理

な
ら
な

間
人
る
け

、
ず
ら
な
は
て

的

な
か
ほ
に
障
保
の
活
生

は
と
こ
く
つ
び
結
に
想
発

然
当

）

を
鵠
正
は
点
た
べ
述
と
」

な
要
重
の
め
た
む

も
た
得

と
件
条
の
須
必

）。
た
き
て
れ
さ
張
主
と
い

障
保
の
用
利
地
袋

、
た
ま

に
点
原
う
い
と

）

に
地
袋
て
し
そ
。
い
な
ら

九
成
平
、
り
あ
で

る
け
おが

決
判
年

生

）
る
い
て
れ
さ
定
肯
と
だ
の

も
き
べ
る
れ
ら
見

の
そ
。

授
教
井
澤

そ
、
ば
ら
な
の

き
べ
す
戻
き
引

路
道
、
も

う
い
と
る
守
を
活
生

あ
で

か
ほ

と
部
外
と
拠
本
の
活

格
人
は
れ

官
判
裁
木
瀬
、

の
念
概
権

＋

考
地
行
通

３

て
め
含
に
中

権
役

。
る
す
と
い
良
て
え

説

＋ ＋

授

所
の
と
地
隣

判
と
説
学

例
・
別
個
て
し

は
解
見
の

て
し
と
権
格
人
は
れ
流
の

と
題
問
の
整
調
権
有

行
通

置
位
路
道
、

く
あ
、
て
し

体
具

果
効
の
接
直
の
定
指

す
得
取
を
益
利
活
生
な
的

向
に
方
る
す
成
構
を
権

れ

係
関
権
物
で
ま

る
い
て
い

な
は
で

解
て
し
と
題
問
の

く
こ
、
ば

か
定
指
置
位
路
道

由
自
て
め
じ
は
り
よ
に
れ

通
、
が
る
え
見
も
に
う
よ

る
す
と
き
べ
す
決

の
権
行

る
け
受
ら

さ
張
主
も
解
見

、）
的
射
反
は
体
自
益
利

自
の
上
法
私
が
益
利
用
使

と
地
役
要
を
題
問

に
権
由

特

教
本
岡
。
る
い
て
れ

相

と
る
な

対
に
道
私
が
人
定

で
じ
同
と
例

判
で
点
る
見

利
・
者
有
所

い
な
く
な
少

よ
に
両
車
は

の
造
築
道
私

＋

通
に
的
果
結

）

に
授
教
、
し
か
し
。
る
あ

れ
こ
が
ろ
こ
と
。

ば
れ
よ

使
の
者
用

見
を
例
の
で
ま

経

が
益
利
行
通
・
益
利
用

、
等
性
要
必
の
行
通
、
緯

否
可
の
行
通
道
私
る

般
諸

し
決
は
権
行

こ
。
る
あ
で

確
、

人
個
者
有
所
地
土
て

側
う
い
と
害
妨
活
生
に
か

築
建
て
全
、
と
る
み
て

面

て
っ
な
と
題
問

上
法
準
基

情
事
の

そ
は
局
結
、
り
お

護
保
の
そ
、
て
し
慮
考
を

当
、
は
に
め
た
の
断
判
の

に
益
利
的
格
人
の

役
要
該

に
面
前
を

も
く
置
を
目
眼

て
し
出
し
押

、
接
直
に
道
私
の

権
格
人

地
役
要
の

な
続
接
に
接
間

の

観
客
の
と
道
私
該
当
と

得
を
る
ざ
せ
断
判
を
否
当の

地

い
な

せ
慮
考
を
」
法
用
の
常
通

）。
る
れ
さ
と
い
な
は
で
の

し
い

が
例
判
る
す
解
と
」

理
地
な
的

地
土
る
す
接
沿

の
争
紛
に
特
。

、
況
状
的

ら
か
い
な
得
を
る
ざ

心
核

、

＋

て
し

う
の
説
学

秩
活
生

４
把
に

の
失
過
意
故

構
律
法す

成
構

に
ら
れ
こ

る
す
握

行
法
不
ち

説
反
違
序

考
る

説
二
の
他
と
説
為

か
る
あ
が
味
意
る
す
成

権

求
要
も
を
在
存

と
か
う
ど

と
か
の

点
の
か
否
か
る
す

異
を
論
結
で
ル
ベ
レ
う
い

成
構
為
行
法
不
、
て
え
加

教
田
吉
、
が
方
え

依
は
に

て
し
と
利

示
て
っ
よ
に
授

い

と
説
権
格
人
る
す
成
構

の
求
請
止
差
、
と
題
問
う

、
方
他
。
う
ろ
あ
に

件
要

る
い
て
し
に

と
説
権
格
人

が
い
な
し
拠

。
る
え
言
と

れ
さ

成
構
利
権
に
時
同
、

ば
れ
よ
に
授
教
。
る
い
て

の
と
）
説
権
役
地
行
通

、

法
違
の
て
し
と

、
は
い
違

地
行
通

衡
益
利
に
断
判
性

保
の
権
行
通
、
は
説
権
役

序
秩
活
生
、
ず
せ
与
も
に

ど
な
体
身
・
命
生

行
反
違

象
対
護
保

益
利
的
格
人
の

の
る
れ
入
を
量

と
利
権
を

う
よ
の
ど
を
象
対
護

、
か

帰
の

と
止
差
る
す
対
に
為

属

）
権
格
人

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

一
七
七
一

）
一
五
一
一



命
立

反
違
に
序
秩

と
権
対
絶
は

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

通
、
が
る
れ
さ
護
保
て
し

か
為
行
害
侵
る
す

自
の
行

さ
護
保
み
の
ら

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

の
権
格
人
の
こ
、
は
等
由

利
的
合
総
。
る
れ

に
側
外

っ
よ
に
量
衡
益

二
七
七
一

の
益
利
活
生
、
て
し
在
存

が
序
秩
る
か
か
て

を
受
享

秩
、
り
あ
で
何

）
二
五
一
一

違
序

法
活
生
る
す
と
容
内

が
か
る
あ

で
何
が
為
行
反

な
ら
知
を

と
反
違
序
秩

確由
理
き
べ
る

道
私
ず
ま

い

人
、
て
し
そ
。
る
れ
さ
定

お
て
し
成
構
て
し

の
権
格

、
に
め
た

ま
望
が
と
こ
く

害
侵
利
権
を
反
違
序
秩

性

利

権

三

し
と
利
権
を
拠
根
の
行
通

に
四
め
改
を
項
を

め
認
て

稀
を
念
概

に
と
こ
る
べ
述

し

は
に
め
た
い
な
し
化
釈

が
例
判
。
い

し
託
仮
に

利
権
的
権
格
人

る

な
ら
な
か
ほ
に
の
も
た

を
由
理
る
え
考
と
だ
き
べ

人
を
れ
こ
、

。
る
す

点
四

へ
」

構
て
し
と
害
侵
権
格

判
、
は
の
た
し
と
害
侵
の

例

）

、
べ
述
て
っ
た
わ
に

。
い

と
こ
る
す
成

権
格
人
に
次

構
律
法
る
か
か
が

、
く
な

成え
考
と
）
権
活
生

＋

あ
で

で
上
法
民

補
缺
欠

１
格
人

て
れ
ら
め
認

行
通
る

の
人
他

要
必
の
完

し
と
権

利
権
す
許
を
行
通
の
地
土

と
こ
る
す
定
設
を
権
役
地

能
可
も

）

法
民
に
う
よ
の
こ
。
る
い

る
す
造
創
利
権
て

行
通
上

は
て
し
と

ど
、
は
に
合
場

で

権
行
通
り
よ
に
約
契
、

通
の
定
法
、
た
ま
。
る
あ

場
る
れ
ら
め
認
が
権

権
行

合
場
う
い
う

で
無
皆
は
合

債
を

が
要
必
る
す
造
創
に

こ
る
せ
さ
生
発
て
し
と
権

係
関
隣
相
、
は
て
し
と

と

か
だ
の
い
な
は

中
定
規
の

の
る
あ

て
っ
が
た
し
、
ら

な
得
を
る
ざ
れ
わ
問
が
か

囲
に

権
物
、
ん
ろ
ち
も
は

権
行
通
、

が
権
行
通
地
繞

に
た
新
を

）

解
る
よ
に
約
契
。
い

＋

、
に
う
よ
る

関
隣
相
が
決

れ
わ
行
で
係

れ
さ
張
主
が

し
話

そ
も
そ
ば
ら
な
る
得

な
か
付
が
着
決
は
で
い
合

私
。
る
な
も
に
と
こ
る

く

紛
の
種
の
こ
も

行
通
の
道

て
っ
な

い
く
に
じ
生
は
争

よ
に
判
裁
で
ス
ー
ケ
る
い

を
例
判
裁
る
ぐ
め
を
害
妨

し
析
分

＋ ＋

裁
高
最
、
が
い
な
い
違
に

ら
め
求
が
決
解
る

の
例
判

、
で
上
た

で
こ
そ
。
る
れ

事
の
上
法
民
は
授
教
本
岡

法
い
勢

か
分
も
て
見
を
案

権
行
通

権
用
利
の
定

地
繞
囲
、
権

役
地
行
通

権
債

行
通
道
私

自
の
行
通

が
）
ど
な
権
行
通

は
た
ま

も
」
権
由

れ
さ
張
主
ず
ま

権

さ
摘
指
と
る
れ
さ
張
主

る
す
対
に
利
権
の
知
既
の

求
請
く
づ
基
に
権
物

完
補

通
普
が
の
る

で
使
行
を
権

道
私
該
当
、
り
あ
で

）ざ
め
認
は
性

。
る
い
て
れ

な
き

ろ
あ
で
い
な
得
を
る

格
人
、
て
っ
限
に
き
と
い

私
の
上
法
準
基
築
建
が

権

、
権
借
賃
。
う

る
あ
で
道

て
し
と

囲
、
権
役
地
行
通

救
る
よ
に
権
行
通
道
私
の

地
繞

に
的
備
予
、
ば
ら
な

え
考
は
済

の
ど
な
権
行
通

で
き
べ
る

）

で
抗
対
に
者

の
そ
。
る
あ

全
保
被

２

）
い
な
ら
な

＋

際
所
地
敷
道
私

を
権
行
通

賃
る
あ
で
利
権
の
定
約
、

地
繞
囲
、
ら
か
る
き

権
借

拡
を
権
行
通

）。
る
あ
で
き
べ
す
拠
依
に

、
は
で
訟
訴
る
ぐ
め
利
権

る
よ
に
者
有

の
利
権
に
単

通
や

中
の
為
行
害
妨
行
通

、
り
な
異
は
と
権
役
地
行

な
え
補
、
え
考
て
し
張

法を
分
部
い

）

と
こ
る
れ
ら
め
求
が
認
確

害
妨
。
る
あ
で
止

損
、
も

権
行
通
定

門
や
塀
は
為
行

人

権
行
通
地
繞
囲
る
あ
で

権
行
通
の
て
し
と
権
格

れ
さ
求
請
が
償
賠
害

ち
も

程
物
の
状
扉

な
も
と
こ
る

登
は

新
の
物
建
、
ら
か
度

記
登
ん
ろ

三
第
に
し
無
記

題
問
ら
専
。
い

に
題
問
は

ま
合
場
の
築
再
や
築

、
は

＋

り
と
、
と
う

な
々
様
、
で

争
は
で
訟
訴

私
て
い
づ
基

仮
の
こ
は
在

だ
。
る
あ
も

考
が
ス
ー
ケ

権
行
通
、
を

け
わ

て
し
そ
。
る
れ
ら
え

大
に
う
よ
の
物
建
が
れ
そ

う
よ
し
保
確
を
行
通
道

が

保
と
在
存
の
訟

者
る
す
と

本
、
が

明
が
性
要
必
の
全

の
み
込
見
訴
勝
く
全
で
案

要
必
も
に
際
の
定
決
分
処

侵
の
利
権
う
い
と

る
あ
で

に
易
容
、

見
と
果
効
の
害

か

、
に
う
よ
る
き
で
像
想

ほ
る
あ
で
物
な
固
堅
で
り

処
全
保
、
て
っ
と
に

実
ど

ば
れ
あ
で
か

に
い
大
は
分

い
な

利
権
全
保
被
、
く
良

認
を
分
処
仮
で
ま
に
合
場

め

）。
る
あ
で
き
べ
る
え
考
と

、
は
と
こ
き
べ
る

て
し
そ

妨
を
行
通

で
４
と
３
に
次

際

物
害
障
な
う
よ
る
す
害

難
困
は
去
撤
て
し
と
題
問

あ
で

）

こ
。
る
あ
で
段
手
な
効
有

明
疎
で
ま
在
存
の

の
仮
の

は
と
こ
る

は
要
必
る
れ
さ

、

て
っ
従
。
い
な
で
当
適

妨
の
て
し
と
利
権
全
保
被

さ
築
建
が

。
る
べ
述

排
害

行
通
、
ら
か
る

ま
し
て
れ

全
保
る
め
認
を
位
地

に
権

被
、

方
え
考
る
す
と
い
な

や
求
請
除

存
の
利
権
全
保

求
請
防
予

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

三
七
七
一

）
三
五
一
一



命
立

為
行
法
不

行
法
不

３

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

構
て
し
と

題
問
の
成
構
為

１
二
、
は
点
利
る
す
成

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

害
妨
行
通
、
り
通
た
見
で

に
為
行

四
七
七
一

め
認
を
求
請
止
差
る
す
対

に
際
る

）
四
五
一
一

が
断

判
な
軟
柔
で
的
合
総

る
き
で）

過
や
意
故
の

の
そ
、
が
る

害
侵
の
康
健

に
ち
だ
た
が

り
限
い
な
が

徴
を
性
法
違

る
い
て
れ
ら
め
求
に
と
こ

も
て
し
と
別
は
点

法
民
。

考
も
を
失

の
説
為
行
法
不

差

利
は
に
と
こ
る
き
で
慮

違
る
な
と
件
要
の
求
請
止

も
で
か
な
の
由
自
、

性
法

法
違
、
し
表

の
動
運
体
身

止
中

る
な
と
由
事
却
阻
性

れ
免
を
価
評
の
反
違
務
義

為
行
法
不
の
条
九
〇
七

な

判
的
合
総
う
い

一
な
う
よ

あ
が
点

法
違
り
ま
つ
、
断

前
ず
ま
。
か
う
ろ
だ
の
る

も
る
す
に
的
直
硬
を
断
判

物
的
接
直
の
由
自

は
で
の

情
事
な
別
特

限
制
な
的
理

の
も
い

の
ら
れ
こ
も
か
し

え
例
、
方
他
、
が
る
あ
も

は
の
る
す
拠
依
に
項
条
般

利
に
際
の
断
判
性

れ
き
で

い
つ
に
者

能
可
が
量
衡
益

な

と
利
権
、
と
る
え
考
て

で
権
格
人
。
る
え
言
と
い

っ
あ

よ
の
）
ど
な
束
拘
や
禁
監

害
侵
の
益
法
護
保

、
に
う

侵
誉
名
ば

か
は
に
合
場
の

ば
侵
と
誉
名
に
う
よ
の
害

と
こ
な

あ
で
き
べ
す
避
回

す
成
構
て
し

者
害
侵
、
と

身
や
命
生
、
も
て

と
こ
る

が
実
事
の
害
侵
利
権

、
体

行
害

）
る
れ
さ
定
限
り
な

自
の
現
表
の
為

＋

要
必
に
然
当

調
の
と
等
由止

じ
生
が
障
支

不
、
に
次

整
な
れ
知
も
か

場
る
れ
さ

り
あ
も
の
も
な
的
然
必
が

が
と
こ
る
え
考
と
）

通
、

成
の
為
行
法

ら
か
る
き
で

こ
る

求
要
て
し
と
件
要
立

れ
わ
行
つ
つ
し
見
予
は
と

て

）

従
。
る
あ
で
程
る
あ
も
合

こ
、
し
か
し
。
い

、
て
っ

由
自
の
行

害
妨
な
う
よ
の

属
に
プ
イ
タ
の
者
後
は

）
る
あ
でさ

法
不
、
ば
れ
え
換
い
言

意
故
う
ろ
な
に
と
こ
る
れ

で
い
多
も
と
こ
る
い

過
や

件
要
が
れ
こ

妨
。
う
ろ
あ

為
行

的
質
実
も
て
れ
さ
と

定
認
と
用
濫
の
権
有
所
が

る
す

さ

所
地
敷
路
道
と
等
者
行
通

の
こ
は
差
の
と
成
構
為
行

、
は
て
い
つ
に
失

不
で
点

が
為
行
害

意
は
害
妨
行
通

に

濫
の
権
有
所
地
敷
路
道

囲
範
立
成
の
求
請
止
差
は

効
的
射
反
の
そ
、
れ

狭
を

益
利
の
者
有

通
て
し
と
果

。）
る
あ
で
確
明

が
整
調

で
用

に
行
通
し
い
な
的
図

の
も
る
め

禁
て
し
と
る
あ

れ
さ
護
保
が
行

い
な
は
で

と
る

＋

る
す
慮
考
で

構
律
法
う
い

却
脱
ら
か
成

は
た
っ
あ
で

地
余

で
ま
れ
こ
た
き
て
し

意
故
な
的
観
主
、
れ
あ
は

ん
ろ
ち
も
。
る
あ
で
ず

又

重
尊
は
緯
経
の

失
過
意
故

失
過
は

な
ら
な
ば
ね
れ
さ

と
こ
る
す
と
題
問
は
で
ま

、
で
と
こ
る
す
と
件
要
を

権
行
通

＋ ＋

有
所
地
敷
、
は
れ
そ
。
い

に
者
権
行
通
く
な

の
側
者

明
証
の
者

よ
え
与
を
済
救

事
加
増
も
担
負
の
明
疎
、

し
と
う

断
判
性
法
違
は
情

う
ま
し
て
し

程
過
た
き
て

考
て

上
以
。
る
な

に
と
こ

、
ら
か

違
務
義

４

べ
る
え

行
法
不
が
任
責
償
賠
害
損

の
と
成
構
反

。
る
あ
で
き

は
と
こ
く
づ
基
に
為

同
異

に
止
中
、
が
る
あ
で
論
勿

基
に
害
侵
利
権
は
て
い
つ

、
に
後
最

し
と
果
効
く
づ

べ
述
も
で
３

問
の
化
釈
稀

も
て
し
に
た

容
内
な
々
様

＋

と
か
の
る
れ

反
違
務
義
為

る
れ
さ
張
主
の
授
教
田
吉

教
、
が
る
あ
で
題

秩
活
生

り
お
と
た

れ
さ
張
主
が
授

を

外
以
れ
そ
は
権
格
人
、

し
と
念
概
利
権
つ
持
み
含

衡
益
利
を
権
格
人
、

成
て

請
止
差
を
）

か
要
必
の
量

う
い

に
る
す
と
拠
根
の
求

そ
。
る
こ
起
に
次
が
題
問

る
す
対
に
為
行
反
違
序

う

生
、
に
う
よ
る

求
請
止
差

誉
名
に

対
絶
に
体
身
・
命

像
肖
、
ー
シ
バ
イ
ラ
プ
、

、
に
り
か
。
る
い
て
し
長

さ
れ
免
に
全
完
ら

妨
活
生

、
も
て
し

で
は
と
こ
る
せ

す

な
う
よ
の
こ
は
で
れ
そ

る
す
対
に
者
る
あ
、
と
る

い
つ
に
成
構
う
い
と

序
秩

付
を
護
保
的

。
る
あ
で
て

氏
、

異
は
に
と
こ
る
す
与

定
決
己
自
は
で
近
最
、
名

侵
権
格
人
の
プ
イ
タ
害

権

ろ
あ
で
い
な
き

を
例
事
害

請
止
差

害
侵
、
た
ま
。
う

行
、
し
生
発
に
誰
が
権
求

益
利
不
る
よ
に
為
行
反
違

念
概
権
格
人
ず
ま

果
結
な

、
し
か
し
。
い
な
は
論

の

て
全

、
ど
な
境
環
活
生
や

序
秩
の
者

え
考
て
し
外
除

反
違

さ
許
が
と
こ
る
す
使

行発
の
）
害
損
は
又

＋

生
で
ず

か
の
い
良
も

そ
は
又ら

さ

る
す
に
件
要

。
る
あ相

な
的

し
。
う
思
に

四
に

問
を
等
）
れ
そ
お
の

生
隣

そ
ば
え
言
と

特
て
し
に
題

し
そ

こ
そ
、
く
な
は
で
う

益
利
不
な
う
よ
の
そ
、
て

的
端
り
よ
て
っ
よ
に
と
こ

う
よ
る
べ
述
に
１

え
捉
に

私
、
し
か

公
に
か
確
、
に

活

、
は
に
合
場
の
行
通
道

っ
あ
で
分
十
で
制
規
の
上

い
な
得
を
る
ざ
せ
定

も
て

に
行
通
は
に

、
し
か
し
。

具
の
益
利
活
生
る
よ

う
ど
か
き
べ
る
れ
さ
護
保

る
え
考
と
る
れ
ら

法
が
か

の
行
通
道

。
る
あ
で
の
も

私

権
の
者
行
通
、
は
合
場

す
限
制
を
権
有
所
地
敷
道

権
の
者
行
通
該
当
、

の
る

結
な
益
利
不

的
極
積
を
利

的
体

ど
、
も
て
っ
言
と
果

い
て
れ
さ
現
表
が
害
妨
な

害
侵
た
れ
さ
価
評
に
的

な

一
も
て
し
と
利

は
）
果
結

築
建
は

自
の
行
通
な
的
般

規
的
法
公
の
ど
な
法
準
基

一
、
は
に
る
け
付
拠
根
に

益
利
不
な
う
よ
の

な
的
般

、

は
い
な
ら
な
ば
れ
け

で

問
が
由

を
害
侵
利
権
は
実

上
法
民
と
制

う
よ
る
れ
わ

は
で
由
自
の
行
通

観
客
の

未

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

五
七
七
一

）
五
五
一
一



命
立

判
は
解
理
の

日
、
く
弱
だ

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

行
通
な
欠
可
不
上
活
生
常

。
る
な
異
は
と
例

を
益
利

）
る
べ
述
で
五

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

こ
る
え
据
に
心
核
の
利
権。

必
が
と

六
七
七
一

の
る
え
考
も
と
る
あ
で
要

る
あ
で

）
六
五
一
一

権
行
通

容
内
の
そ
し
だ
た

活
体
身

１

ス
セ
ク
ア
の

をを
権
行
通

性

権

格

人

四

利
権
の
格
性
な
う
よ
の
ど

こ
る
れ
さ
害
妨
が

え
考
と

由
自
の
動

活
生
る
よ
に
と

と
権
格
人

問
疑
の
へ
成
構

る
て
し
に
る
す
解
理
て
し

２
二
、
は
て
い
つ
に
か

の
る
見
と
害
侵
）
の

紹
で

の
行
通
、
も

あ
で
当
妥
が

し
介

れ
れ
さ
害
侵
が
由
自

害
妨
行
通
道
私
、
に
様
た日

、
ば

。
る
え
考
と
る

を、
じ
感
を
便
不
上
活
生
常

権
格
人

苦
も
に
的
神
精

へ
地
役
要

で
痛

＋

、
は
で
の
た

康
健
、
り
あ由

的
来
本
。
い

通
、
た
ま

に
常
、
し
伴
随

の
害
侵
の

り
あ
が
と
こ
る
す
響
影
も

れ
さ
待
期
に
権
行
通

る
得

は
由
自
の
行

必
の
護
保
る

身
な

身
も
で
中
の
権
格
人

身
、
は
と
由
自
の
動
活
体

と
る
な
に
題
問
が
否
存

体

、
も
に
人
何
に

、
は
に
き

い
に
こ
ど
て
し
そ

）

的
神
精
て
え
あ
、
て
し
と

さ
た
満
底
到
は
要

の
痛
苦

動
活
体

う
ろ
あ
で
い
な

の

護
保
の
由
自
の
）
行
通

等
束
拘
な
的
理
物
的
接
直

問
は
素
要
な
的
所
場

存
が

し
在
存
も
て

な
ら
な
に
題

生
発

る
あ
で
の
も
る
い
て

利
権
を
響
影
の
へ
康
健
や

る
え
考
と
る
す
属
に 。

侵

こ
い
な
し
在

題
問
も
と
こ

。
い

の
こ
、
が
る
あ
で
と

存
が
体
肉
は
由
自
の
体
身

居
住
や
地
土
の
人
他
。

在

表
徴
の
在
存
害

に
り
か
に

な
た
立
役
は
に
決
解

し
と

る
す

自
の
で
味
意
な
う
よ

侵
で
断
無

に
的
然
必
り
限

場
た
し
入

＋

る
あ
で
の
も

、
れ
あ
で
合

味
意
な
様
の
こ

上
地
役
要

営
で 。

身
の
限
低
最
の
で

護
保
が
活
生
る
い
て
れ
ま

備
に
人
各
、
は
由
自
の
体

人
る
わ

）

る
え
考
と
だ
き
べ
る
れ
さ

、
上
以

＋ ＋

害
侵
に
当
不
て
し
と
権
格

活
生
な
う
よ
の
こ

る
れ
さ

な
は
と
こ

活
体
身
は
益
利

由
自
の
動

の
ず
は
い

だ
た

じ
通
を
）
為

行
行
通

の
る

な
が
性
定
規

昭
、
し

と
る
れ
さ
保
確
て

る
あ
で

年
九
三
和

て
え
あ
、
て
し

く

通
道
公
な
う
よ
の
決
判

生
の
で
こ
そ
や
地
有
所
、

体
身
ろ
し
む
、
ら
か

と
活

由
自
の
体
身

由
自
の
動
活

権
行

こ
は
し
い
な
元
還
に

あ
で
上
道
公
そ
よ
お
、
は

た
れ
さ
離
り
切
く
全
は

れ

通
の
で
味
意
の

で
ろ
こ
と

媒
を
れ

と
だ
題
問
の
権
行

こ
る
図
を
護
保
て
し
と
介

に
要
必
が
護
保
に
様
同
ば

移
を
体
身
に
さ
ま

と
る
な

。
る
え
い

由
自
る
せ
さ
動

行
通
の
道
公
、
て
っ
従

）
う
い

。
る
あ
で
用
無
は
と

に
題
問
が

的
所
場
で
味
意

通
の
道
私
と
権

い
て
っ
な

権
格
人

に
的
一
統
を

権
行

の
権
行
通

権
活
生

２

成
構

＋

根
を
と
こ
の

現
て
し
と
体

る
す
と
う
よ
し
成
構
律
法

ば
ら
な

）

構

。
る
あ
で
き
べ
る
採
を

所
場
は
容
内

性
当
妥
の
成て

れ

も
る
れ
さ
定
規
に
的

で
ど
ん
と
ほ
が
と
こ
る
く

か
し
。
た
い
て
し
と
拠

あ

権
役
地
行
通
、

見
の
こ
し

る
あ
で
の

で
成
構
）
権
物

る

地
続
接
の
道
私
該
当
。

関
隣
相
の
権
有
所
地
土
。

権
物
に
粋
純
、
も
解

法
係

包
の
者
前
は

が
題
問
に
的

沿
や

か
る
あ
で
理
無
は
摂

上
の
そ
、
者
有
所
の
地
接

よ
し
決
解
て
っ
よ
に
理

で

考
と
能
可
決
解

る
す
と
う

こ
、
ら

で
け
わ
る
い
て
え

が
者
活
生
の

も
ら
か
点
の

も
説
権
役
地
行
通

主
利
権

、
ろ
し
む
。
い
な
は

こ

＋

益
利
的
格
人

有
所
産
動
不

他
に
業
営
や

は
で
の
る
れ

れ
わ
思
と
だ

整
調
益
利
る

関
隣
相
の
権

活
生
の
地
役

保
の

秩
配
支
な
的
物
が
係

こ
る
い
て
し
図
意
も
を
護

具
の
地
土
該
当
、
く
な

と

で
の
い
な
ら
な

利
な
的
体

に
際
の

生
は
と
こ
。
る
あ

断
判
に
的
合
総
に
さ
ま
も

）

営
や
活
生
、
し
だ
た
。
る

核
の
護
保
利
権
を

の
へ
業

持
維
の
序

こ
る
え
据
に
心

と
的
目
を
け
だ
続
存
・

）

の
こ
。
る
い
て
し
調
強
を

計
用
利
や
態
形
用

で
味
意

盤
基
の
活

れ
か
導
ら
か
画

が

の
地
土
る
い
て
っ
な
と

役
要
、
ら
か
る
な
に
要
必

と
こ
な
要
必
が
慮
配

の
地

役
承
、
は
と

で
地
役
承
は

い
て
し

加
増
の
担
負
の
地

的
能
機
、
く
な
は
で
の
る

象
抽
は
容
内
の
権
役
地
の

そ
、
り
あ
で
の
る

土
に
的

関
に
用
利

要
に
さ
ま
は
れ

生

道
、
り
あ
で
と
こ
る
す

目
の
利
権
に
的
端
を
権
活

有
所
地
敷
道
私
る
あ

と
的

て
い
つ
に
者

え
考
の
他
が
性
能
可
の
そ

者
有
所
地
隣
は
に

り
よ
方

役

か
導
ら
か
権
有
所
地

の

有
の
路

活
生
の
者
有
所
地

が
方
た
え
考

ぐ
め
を
様
り

。
る
あ
で
様
同
も

的
際
実

る
め
認
は
と
こ
い
広

要

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

七
七
七
一

）
七
五
一
一



命
立

体
主
利
権

然
必
を
）
が

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

は
で
の
も
す
ら
た
も
に
的

生
常
日
も
で
点
の

し
い
な

の
欠
可
不
上
活

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

無
む
止
も
担
負
な
重
加
、

す
有
を
益
利
行
通

考
と
し

権
行
通
に
者
る

八
七
七
一

が

。
い
な
も
で
の
も
る
え

地
、
で
点
る
う
れ
さ
与
付

権
役

）
八
五
一
一

な
に

と
こ
る
が
広
も
り
よ

不
に

ア
の
者
る
す

そ
。
る、

ず
せ

で
ろ
こ
と

な
欠
可こ

き
べ

的
論
理
が
と

活
生

も
の
そ
活
生
、
て
し

に
と

保
も
ス
セ
ク

の
護
保
を
の

者
業

る
え
考
と
る
れ
さ
障

道
私
の
客
顧
や
り
入
出
の

で
ス
ー
ケ
害
妨
行
通
、

通

と
題
問
を
害
妨

車
動
自
は

に
説
権
格
人
る
す

）

）
い
な
で
訳
る
な
に
難
困
に

年
九
成
平
。
る
な

し
む
。

考
と
象
対

に
う
よ
の
決
判

。

人
本
、
は
に
き
と
る
え

営
の
舗
店
の
中
の
地
宅
住

に
象
対
の
護
保
も
行

の
業

行
通
る
よ
に

え
考
と
る
な

つ
立

い
て
っ
な
に
題
問
が

に
成
構
権
格
人
、
ば
ら
な

要
必
に
業
営
や
活
生
ろ

立

渡
に
年
長
に
既

車
動
自
な

活
生
の

行
通
車
動
自
て
っ

め
た
す
た
満
を
要
必
の
上

と
る
え
考
を
合
場
な
う
よ

業
営
、

）。
る
あ
で
き
べ
る

）。
る
あ
で
々
往
が
と
こ
る

て
っ
言
と
ら
か
つ

活
体
身

可
が
行
通

る
よ
に
車
動
自

が

積
が
路
道
の
員
幅
な
能

言
は
合
場
る
い
て
れ
わ
行

行
通
を
所
場
の
そ
に

に
う

の
動

の
く
い
て
し
続
継
を

を
権
行
通

に
題
問
を
由
自

ら
め
認
に
的
極

こ
る
め
認

年
五
成
平
、
ず
ば
及

る
れ

＋

活
生
に
当
本

う
よ
の
決
判

も
。
た
っ
あ

事
い
な
ら
な

権
行
通
、
定

通
て
っ
持
を

ら
め
狭
に
か
僅
が
員
幅
に

と
い
な
が
障
支
に

だ
た
れ

る
あ
で
柄

う
ど
か
る
え
言

と
っ

決
判
年
二
一
成
平
。

通
ろ
し
む
は
点
の
こ
、
も

る
い
て
れ
さ
用
供
に
行

行

つ
に
係
関
の
と

関
と
）
か

な
で
け

き
お
て
べ
述
て
い

道
の
ル
ト
ー
メ
二
員
幅
お

け
お
に
道
私
該
当
、
は
か

自
と
用
利
業
営
は

動
自
る

め
認
が
権

両
の
行
通
車
動

わ

道
、
は
に
め
た
る
れ
ら

る
い
て
れ
わ
争
番
一
て
っ

し
続
存
が
路

。
い
た

こ
と

通
車

、
え
い
は
と
る
い
て

点
観
う
い
と
し
通
見
の
行

な
重
慎
て
っ
た
わ
に
面

か

要
必
の
設
開
路

求
が
断
判

性

。
る
あ
で
ろ

が
所
場
行
通

決
判

路
道
の
こ
、
に
後
最

え
考
も
ら

に
う
よ
う
言
の

ー
ケ
る
れ
ら
め

ば
ね
れ
ら

形
外
の
て
し
と
路
道

で
ス

指
置
位
路
道
と
設
開

＋ ＋

＋

は
裁
高
最

開
路
道

１

位
路
道
、
設
開
路
道

五

決
判
年
九
成
平

否
要
の
設

法
準
基
築
建
、
で

性
要
不
の
定
指
置

受
を
定
指
置
位
路
道
の
上

て
れ
さ
設
開
が
路
道
た
け

可
不
上
活
生
常
日
、
り
お

行

た
当
に
用
使

路
道
な
欠

い
争
は
で
説

以
状
現
が

置
位
路
道

設
開

＋

れ
さ
設
開
て

る
見
と
だ
的

求
請
除
排
害
妨
で
囲
範
る

れ
さ
大
拡
は
に
上

め
認
が

。
る
あ
が

歯
の
め
た
い
な

だ
た
け
受
を
定
指

説
要
必

分
十
不
は
で
け

）

要
必
設
開
。
る
あ
で
場
立

欠
可
不
が
用
利
、

日
は
説

と
る
れ
ら

る
い
て
っ
な
に

止

妨
が
れ
こ
。
る
い
て
し

と
こ
う
ま
し
て
っ
な
と
め

除
排
害
妨
、
り
あ
で

明
は

不
上
活
生
常

れ
ら
め
認
が

と
こ

う
い
と
る
あ
で
欠
可

。
る
あ
で
の
る
え
考
と
だ

に
大
過
が
求
請
除
排
害

こ

そ
。
る
あ
で
か

な
ら
が
広

提
前
る

の
設
開
路
道
で
こ

存
が
実
事
の
行
通
て
し
と

指
置
位
、
を
味
意
の
と
こ

っ
従
は
で
解
見
の

路
道
定

定
指
置
位
、
て

）否
要

通
り
よ
う
言
と
、
い

こ
る
す
在

学
は
て
い
つ
に

路
道
に
で
す
が

定
決
が
と

未
が
る
い
て
け
受
は

し
と

＋

受

授
教
本
岡

分
部
の
設
開し

断
を
用
利
く

る
れ
入
けこ

肯
、
り
な
に

は
と
こ
た

が
権
行
通
で
ま
に

解
見
の

路
道
、
は

な
は
と
こ
ぶ
及

と

れ
わ
行
に
で
す
が
設
開

る
き
で
服
克
も
点
難
う
い

的
私
、
と
こ
る
す
念

さ
と

地
敷
道
私
、

の
分
処
理
管

見
ら
か
側
の
者
有
所

と
こ
る
れ
さ
価
評
に
的
定

地
設
開
道
私
、
は

る
な
に

い
て
。
い

通
と
権
有
所
の

え
考
と
だ
要
必
が
と
こ
る

私
、
ち
わ
な
す
。
る
れ

る

と
る
あ
で
果
結

の
接
沿
道

、
ば
れ

る
あ
で
の
る
え
考

私
く
づ
基
に
権
有
所
地
土

）

要
重
の
整
調
の
と
権
行 。

て
っ
よ
に
と
こ

と
素
要
な

者
住
居

の
制
規
的
法
公
、

道
私
が
者
有
所
は
利
権
の

最
、
は
ら
か
場
立
の
そ
。

管
う
い
と
設
開
道

が
裁
高

土
、
て
し

を
為
行
分
処
理

効
の
設
開
の
者
権
有
所
地

所
地
敷

接
直
が
法
民
を
果

を
設
開
路
道

づ
基
に
権
有

こ
た
れ
さ
と
提
前

と
件
要

開
、
し
重
尊
を
思
意

と

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

九
七
七
一

）
九
五
一
一



命
立

要
に
ル
ベ
レ

限
い
な
が
設

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

な
れ
ら
め
認
は
権
行
通
り

し
定
設
を
準
水
求

す
と
い

教
助
中
田
、
て

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

の
様
同
。
る
あ
で
の
も
る

に
う
よ
の
次
は
授

か
点
観

。
る
れ
ら
べ
述

〇
八
七
一

者
有
所
地
敷
し
か
し
、
ら

路
道
、
ち
わ
な
す

思
意
の

し
用
使
て
し
と

）
〇
六
一
一

い
て

の
識
認
、
く
な
は
で

生
発
は
権

行
通
り
限
い
な

路
道
、
は

路
道
く
な
滞

し
路
道
り
よ

能
可
も
求
請

が
の
そ
、
れ

い
た
し
に
う

位

道
、
し
だ
た
、
が
い
な

上

張
主
を
行
通
の

担
負
を
路

さ
設
開

行
定
特
、
か
る
す

問
を
か
う
ど
か
た
い
て
れ

）

で
き
べ
る
え
考
と
る
あ
で

い
て
れ
さ
定
指
置

。
る
あ

意
う
い
と

る
な
が
所
場
る

に

。
う
ろ
あ
で
れ
現
の
図

る
め
認
を
利
権
の
者
行
通

道
旦
一
が
者
き
べ
す

で
の

る
よ
に
庁
政

で
設
開
を
路

こ
う

負
路
道
り
よ
に
導
指

定
指
置
位
路
道
、
く
な
と

開
道
私
は
方
え
考
の
こ

に

に
か
や
速
く
べ

要
必
が
設

限
の
そ

用
利
て
し
と
道
私

が
容
内
制
規
的
法
公
で
り

る
あ

年
三
成
平
は
で
解
見
の
こ

出
作
に
意
任
を
態
状
る
き

負
を
路
道
が
者
担

場
た
し

射
反
る
よ

と
こ
き
べ
す
担

で

享
は
者
行
通
を
益
利
的

な
ち
立
に
則
原
の
と
る
あ

私
う
よ
る
れ
さ
供
に

ら
が

敷
の
上
法
民

か
ら
何
上
法

五
や

義
忍
受
の
者
有
所
地

ス
ー
ケ
な
う
よ
の
決
判
年

を

遅
が
者
行
通
、
に
合

で

き
で
受

に
き
と
た
し
識
認

基
築
建
、
も

除
排
害
妨
、

る
れ
と
を
置
処
の

に
法
準

は

ま
込
り
取
て
し
と
務

よに
逆
は
と
決
判
、

＋

め
認
を
除
排

の
限
大
最

授
教
井
澤

設
開量

衡
益
利

で
け
だ
る
す

活

）
う
ろ
あ
が
性
能
可
る

を

土
、
は

説
要
不

考
の
こ
。

隣
、
は
法
係
関
隣
相
の
地

会
社
う
い
と
う
ろ
図
を
用

に
地
袋
、
く
な
は

的
益
公

設
開
て
経

的
観
客
て
っ
と

え主
と
の
も
き
べ
る
れ
さ

次
が
の
す
出
に
面
前
を
方

権
有
所
地
土
る
す
接

開
の

つ
立
に
地
見

益
利
的
私
の

相
に

う
い
と
る
あ
で
の
も

る
れ
さ
慮
考
が
用
利
な
当

べ

）

要
不
設

。
る
い
て
れ
さ
張

あ
で
整
調
の

。
る
あ
で
説

本
基

互
相
、
に
時
同
と
る

地
袋
、
に
と
も
の
解
理
的

め
た
の
そ
、
り
あ
で
き

の

土
り
よ
に
譲
互

な
要
必
に

慮
考
を
用
利
の
実
現

の
地

の
と
地
繞
囲
は
路
通

＋

て

た
れ
さ
設
開

体
具
の
そ

量
衡
益
利
な
的

合
場
る
い

は
合
場

、
て
し
と
例
一
の

土
の
者
行
通
、
ん
ろ
ち
も

要
を
行
通
の
実
現
で
ま
に

従
、
は
授
教
塚
大

す
と
件

後
得
取
地

て
れ
さ
用
使
前

る

存
既
が
者
有
所
地
敷
に

け
わ
り
と
。
い
な
は
要
必

特
、

＋ ＋

こ
て
し
止
廃
を
路
道
た
き

建
の
ど
な
物
建
の

代
に
れ

所
地
袋
に

、
し
を
え
替
て

わ
防
や
活
生
常
日
の
者
有

義
去
除

が
路
道
な
た
新
り

要
必
の
上
災

し
反
違
に
務

処
定

幅
路
道
の
存

既
ら
か

生
常

土
な
的
私
は

一
は
分

る
あ
が
題
問
に
員

不
上
活

の
準
水
定

に
合
場
な
う
よ

地

る
す
保
確
を
境
環
宅
住

実
も
を
整
調
互
相
の
用
利

要
の
か
う
ど
か
欠
可

し
現

除
排
害
妨
、

の
断
判
の
件

い
と

の
い
な
れ
ら
め
認
が

地
土
ら
か
地
見
的
益
公
う

か
る
れ
ら
見
と
る
い
て

所

さ
慮
考
で
か
な

路
道
、
ら

都
不
は

る
あ
で
き
べ
る
れ

そ
。
る
れ
さ
と
る
あ
で
合

的
互
相
た
れ
さ
課
に
者
有

必
は
件
要
の
設
開

で
担
負

る
見
と
件
条
要

）

教
田
池
。
る
れ
さ
張
主
と

置
位
路
道
、
て
し

、
も
授

べ

に
的
能
機
、
が
る
あ

指

九
成
平

日
、
く
な
は
で
き

、
で
中
の
釈

評
の
決
判
年

準
む
含

ア
、
生
衛
や

ィ
ヴ
シ

享
を
沢
恵
の

建
い
強

＋

あ
の
制
規
い

路
通
、
ず
ら

発
開
乱
、
は
法
準
基
築
建

と
）
ム
マ
ニ
ミ
・
ル

無
や

ー
ィ
テ
ニ
メ

き
べ
う
い
も

基
築

と
路
道
ら
か
点
観
の

の
も
」
る
い
て
め
定
を
準

民
市
、
は
と
こ
る
す
受

だ

に
由
理
を
設
開
未

社
民
市

は
と
様
り

求
請
除
排
害
妨

規
つ
立
に
調
基
た
っ
た
隔

と
み
並
町
た
し
綜
錯
で
律

さ
成
達
力
極
を
の
も

っ
い

規
を
係
関
の

、
め
た
る
せ

し
と

っ
よ
に
合
場
、
し
定

、

会

察
警
の
こ
に
民
住
隣
近

利
権
の
て
し
と
）
員
成
の

三
成
平
た
し
却
棄
を

だ
」

あ
で
の
も
」

よ
お
決
判
年

日
た

、
し
判
批
て
し
と
る

明
文
も
で
下
の
状
現
的
本

す
有
の
地
敷
や
物
築
建

的

認
確
築
建
は
て

性
会
社
る

に
定
規

て
し
通
を
度
制
の

空
市
都
る
れ
ら
守
て
っ
よ

置
位
、
て
し
そ
。
る
す
と

決
判
年
五
成
平
び

道
定
指

を

に
例
判
て
し
そ

規
法
築
建

形
市
都

な
う
よ
る
れ
ら
見

て
し
脚
立
に

基
低
最
の
成

制
強
置
設
の
道
私

災
防
、

路

準
基
低
最
の
件
条
間

を

道
私
の

わ
拘
も
に
る
あ
で

と
係
関
法
公

強
る
す
対
に

関
法
私

＋

在
不
は
利
権

は
離
乖
の
係

い
と
る
あ
で

造
築
に
内
地

有
所
地
敷

要
不
設
開

道
私

者

）

近
、
て
し
と
る
あ
で
問
疑

と
く
な
少
、
が
だ

に
者
隣

い
な
き
で

が
物
害
障
、
も

か
る
あ
で
序
公
は
と
こ

）

調
の
と
者
有
所
地
敷
。
う

も
て
し
と
た
っ
立
に
説

整

考
を
活
生
の
側

る
あ
に
現

道
私
は

か
確
、
ば
れ
す
慮

障
る
す
在
存
に
既
に
地
敷

さ
と
物
な
固
強
り
よ
前
従

に
行
通
道
私
、
ら

う
よ
れ

ど
な
物
建

る
す
有
を
害
利

に

て
し
除
排
を
物
造
築
の

あ
で
い
多
が
と
こ
な
難
困

有
所
を
去
除
の
物
害

う
ろ

や
時
る
す
と

て
し
対
に
者

隣
近

去
除
が
物
害
障
旦
一

除
排
・
防
予
を
築
再
は
者

行
通
に
地
設
開
未
で
ま

で

設
開
、
方
他
。

現
実
を
権

的
極
積

敷
道
私
も
説
要
必

は
後
た
れ
さ

る
す
求
請
に

べ
る
す
解
と
る
き

敷
道
私

地

道
私
、
は
と
こ
る
す

きや
思
意
の
者
有
所

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

一
八
七
一

）
一
六
一
一



命
立

年
五
や
決
判

介
媒
を
識
認

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

よ
の
築
再
物
建
、
て
し
と

ず
い
は
り
よ
決
判

場
な
う

広
も
て
し
に
れ

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

め
認
を
務
義
去
除
は
に
合

認
を
除
排
害
妨
く

で
の
る

な
に
と
こ
る
め

二
八
七
一

も
で
方
え
考
の
ら
ち
ど
、

以
件
要
設
開
。
る

は
論
結

な
と
い
争
の
外

）
二
六
一
一

平
る

年
三
成
平
、
し
近
接

済
設
開
な

う
よ
の
年
九
成

可
る
め
認

置
位
、
は
目

み準
基
の
つ
一

に
る
え
考

能は
で
の
も
る

る
す
断
判
に

ス
ー
ケ
害
妨
行
通
の
道
私

部
全
が
路
道
定
指

も
は
で

す
残
を
性

に
的
分
部
は
又

例
判
、

。
る
あ
で
か
否
か

生
常
日
は
説
要
必
設
開
や

こ
。
る
い
て
い
置
て
し
と

常
日
。
る
あ
で
か

は
に
れ

建
、
く
な

不
要
必
上
活
生

ち
て
し
定
想
が
法
準
基
築

異
が
論
結
で
点
の
こ
ん
ろ

、
が
る
あ
で
設
開
未

は
る

欠
可
不
上
活

者
有
所
地
敷

存
異

ど
か
る
あ
で
行
通
な

常
日
は
題
問
、
が
い
な
が

か
う
ど
か
る
あ
で
欠
可

生

係
関
用
利
る
い

は
断
判
の

な
が
ず

、
て
し
と
提
前
を

要
不
と
性
要
必
設
開
。
い

な
も
て
し
慮
考
を
担
負
の

と
者
行
通
を
か
う

設
開
お

可
不
上
活

有
所
地
敷
道
私

現

い
て
っ
な
に
の
も
な
欠

範
る
い
て
れ
さ
用
利
に
実

き
べ
る
あ
に
的
範
規

で
囲

の
断
判
の
説

を
態
形
用
利

合
場
る
う
め
求
を

れ
か
分

る

の
整
調
益
利
の
と
者

を

的
実
事

か
い
を
か
う
ど
か

定
確
て
え
考

れ
さ
認
確
に

る
れ
さ

＋

る
あ
で
き
べと

の
と
者
行
通

照
参
２
四

土
が
制
規
的

の
上
法
民

）。
か
う
ろ
あ

）

際
実
が
分
部
地
敷
道
私
。

が
設
開
、
た
ま
。）

道
に

な
的
体
具

の
者
有
所
地
敷

義

す
と
準
基
の
量
衡
益
利

関
に
係
関
の
と
利
権
や
務

っ
か
か
に
権
有
所
地

る
す

の
そ
て
し
そ

合
場
る
い
て

と
路有

所
地
敷
、
で
方
一

こ
る
い
て
れ
さ
用
利
て
し

の
用
供
の
て
し
と
路
道

と

い
な
も
で
き
べ

現
の
思
意

的
本
基

権
行
通
は
れ
そ
。

る
わ
関
に
方
仕
の
解
理
な

通
に
者
有
所
地
敷
、
は
に

敷
、
も
護
保
の
者

受
を
行

に
提
前
を意

の
者
有
所
地

れ

断
判
が
性
欠
可
不
常
日

こ
、
て
し
な
み
と
る
あ
で

な
定
安
不
に
当
不
を

を
れ

ろ
し
む
、
が

て
し
と
の
も

す
忍

築
建
も
と
く
な
少
、

端
と
る
す
生
発
が
務
義
る

に
と
こ
る
す
重
尊
を
思

的

ら
な
は
て
れ
さ

で
の
る
よ

と
者
有
所
地
敷
て
以

い
な

準
基

制
規
法
公
。
う
ま
し

ら
え
考
に

益
公
る
よ
に
法

道
私
、
く
な
は

で
い
な
れ

地
敷

＋

に

観
客
の
こ

約
制
る
よ
に

地
土
る
け
受
を

通
て
っ
よ

合
総
的

方
り
在
の
用
利
の

吉
、
で
点
う
い
と
断
判
的

著
る
回
上
を
益
利
の
者
行

と
こ
る
す
求
追
を

損
い
し

が
授
教
田

観
客
て
っ
よ
に

害

う
よ
る
い
て
れ
さ
摘
指

事
の
段
特
の
ど
な
る
被
を

の
情

＋ ＋

で
き
べ
る
れ
ら
め
定
に
的

判
年
九
成
平
、
に

。
る
あ

と
こ
い
な

所
地
敷
、
が
決

有
る
い
て
げ
挙
に
件
要
を

忍
受
の
行
通
が
者

）

た

。
る
あ
で
要
重
は
と
こ

道

秩
行
通
。
い

判
、
し
だ

決
多
、
点
の
こ

抜
り
通
の

を
情
事
の
段
特
に
う
よ
の

序
公
る
す
成
形
を
序

行
通

大
や
止
禁
け

た
法
公
、
は

教
田

ど
な
止
禁
行
通
車
型

衡
る
い
て
れ
さ
唱
提
が
授

の
ど
ほ
る
回
上
を
益
利

量

法
準
基
築
建
る

被
を
害
損

こ
。）

地
、
ず
ら
な
み
の

の
ル
ー
ル
主
自
な
う
よ
の

準
基

る
害
妨
、
が
権
行
通
該
当

こ
る
す
示
例
定
限
に
き
と

て
っ
よ
に
等
民
住
域

が
と

段
特
も
在
存

れ
さ
出
創
も

除
排

慮
考
て
し
と
情
事
の

護
保
て
っ
よ
に
ど
な
求
請

る

な
れ
わ
思
は
と
当
適

さ

私
の
内
地
宅
住

）

れ

。
る
あ
で
き
べ
る
れ
さ

え
備
を

容
内
る
す
値
に
る

被
び
及

代
、
性
続
継

い
て

事
の
者

い
て
し
と
提

の
害

を
情

＋

か
う
ど
か
る

位
路
道

２

路
道
替

態
、
的
目
の
行
通

、）
ど
な
無
有
の

無
有
の
性
能
可
避
回

害
妨

に
既
は
点
る

態
事
急
緊
、

慮
考

服
承
に
う
よ
た
べ
述

っ
な
と
の
も
る
う
れ
入
に

頻
、
様

否
要
の
定
指
置

て

、）
ど
な
度

化
当
正
を
態
状

害
妨
に
現

要
の
別
特
き
べ
す

）

無
有
の
性
益
公
い
し
著
や

、
が
い
な
き
で

ど
な

と

あ
で
ら
か
る
い

九
成
平
は

要
必
る
め
認
を
除
排

。
る

れ
ら
見
が
因

ど
か
る
あ
がか

否
か
る富

に
唆
示
も
））

に
害
妨

決
判
年

。
る
あ
で
の
も
む

か
も
り
よ
情
事
の
段
特
の

か
う

経
た
っ
至

、
度
程
の
害
妨

害
加
、
緯

広
り
な

前
を
設
開
路
道
が

有
所
地
敷
く

＋

日
の
行
通
道

は
で
れ
そ

権
格
人
を

生
発
旦
一

路
道行

は
れ
そ

者
用
利
行
通

と

置
位
路
道
、
は
権
行
通

政

可
不
上
活
生
常

な
が
定
指

指
置
位

は
た
ま
在
現
の
欠

合
場
た
れ
か
解
が
定

私
の
上
法
民
た
い
て
し

廃権
行
通
道）、

も
で
説
る
す
成
構
て
し

の
述
先
が
用
利
の

と
権
物

定
指
の
庁

不
上
活
生
常
日

く
ら
わ
関
に
何
如
在
存
の

基
築
建
に
者
有
所
地
敷
、

づ
基
に
要
必
の
来
将

法
準

は

）
分
処
道

し
立
存
て
い

滅
消
は
後
以
分
処
道
廃
、

る
す

）、
も
で
説
る
す
成
構
て
し

、
で
囲
範
の
欠
可

し
ず
必

と
利
権
ず

利
権
の
上
法
私

に
を
と
こ
る
す
続
存
て
し

い
な
が
務
義
忍
受
く
づ
基

き
べ
る
え
考
と
る
得

合
場

べ
る
え
考
と

か
う
ろ
あ
で

消
も

に
題
問
の
こ
。
か
き

考
と
い
な
で
の
も
る
す
滅

レ
る
れ
ら
め
認
て
し
と

え

あ
で
の
る
め
認

達
に
ル
ベ

、
も
に

レ
の
そ
に
逆
。
る

は
て
い
つ 。

私
の
者
行
通

ま
つ
。
る
い
て

権
行
通
、

、
ば
ら
な
る
い
て
し

、
り

場
い
な
ら
至
に
ル
ベ

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

三
八
七
一

）
三
六
一
一



命
立

ま
も
に
地
敷

通
、
は
に
合

・
三
年
〇
〇
〇
二

学
法
館

号
四

一
七
二

利
権
の
有
固
は
者
用
利
行

す
在
存
て
っ
が
た

張
主
を

く
多
が
と
こ
る

＋

巻
下
）
号
二
七
二
・

）

、
も
と
っ
も
。
い
な
得
し

の
団
一
と
道
私
、

が
道
私

と
体
一
が
地
敷

四
八
七
一

な
み
の
上
地
有
所
の
人
一

る
い
て
っ
な

、
ず
ら

道
私
て
し
と
の
も

）
四
六
一
一

指
の

の
身
自
者
用
利
行
通

は
に
き
と

）
た
け
受
を
定

に
合
場
い

に
分
処
道
廃

、限
可
不
上
活

う
よ
の
こ

路
道

止
廃
の
道
私

末
て
つ
か

欠

っ
よ

他
て
し
と
則
原
も
に

る
れ
わ
奪
を
用
利
行
通
て

が
定
指
置
位

。
る
れ
ら

可

場
な

場
い
な
い
て
れ
わ
行

の
地
土
の
人
他
で
ま
に
合

路
道
は
に
る
れ
わ
言
と

通

相
、
は
授
教
川

あ
が
設
開

面
局
の
行
通
地
隣

要
必
が
意
同
の
者
有
所
の

は
の
る
あ
が
性
能

る
あ
で

よ
に
行 合

権
有
所
地
土
、

通
の
て
し
と
権
格
人
て
っ

に
度
程
る
れ
ら
め
認
と
る

例
が
る
な
異
は
と

が
路
通

境
の
院
寺
ば
え

）

利
行
通
、
て
っ
が
た
し
。

、
も
て
い
づ
基
に

が
者
用

認
が
権
行

っ
よ
に
権
行
通

固

の
こ
。
か
の
る
れ
ら
め

あ
が
要
必
る
い
て
れ
さ
定

参
に
地
墓
同
共
や
内

う
ろ

知
関
が
ら
自

う
よ
る
す
詣

得
れ
さ
護
保
も
て

い
な
し

。

生
常
日
、
は
に
合
場

な地
に
路
通
、
合
場
な

＋

な
し
に
う
よ

い
な
は
権
役

使
や
約
契
借

権
る
き
で
が

が
な
う
よ
の
こ

の
地
隣
相

の
種
一
、

ば
れ
け

在
存
は
」
権
役
人

い
て
れ
か
説
と
い
な
ら
な

め
認
て
し
と
権
役
人
を
利

る
あ
約
契
借
貸
用

が
例
る

な
的
常
日

制
擬
の
そ
は
い

考

る
え
考
て
っ
限
に
行
通

学
た
き
て
し
対
反
に
方
え

ば
れ
け
な
み
と
る
す

は
説

こ
、
ず
ら
な

）

制
法
の
他
、
に
か
確
。
る

は
で
度

）

役
人
は
で
国
が
わ
。
る
あ

制
の
権依

も
で
に
）
約
契
的
実
事

権
役
人
、
は
に
き
と

す
拠

所
地
役
承
、

ロ
プ
ア
ら
か

が
れ

さ
重
の
担
負
の
者
有

他
は
に
き
と
る
れ
さ
塞
閉

人
他
で
的
目
の
定
一
、

の

い
な
た
持
は
度

へ
地
土
の

と
こ
る

え
代
に
れ
こ
、
が

よ
る
す
チ
ー

。
う
ろ
な
に

考
を

め
認
を
権
行
通
も
り

通
な
う
よ
の
こ
、
ば
れ
え

行

）

立
の

る
き
で
行
通
を
点
地

れ
す
と
る

用
利
や
り
入
ち

。
い
良
が
方
る

貸
賃
、
ば

役
承
で
ま
く
あ
は
権

来
従

＋

形
に
的
習
慣

の
者
有
所
地

づ
基
に
意
好

ま
に
ル
ー
ル

さ
成

、
て
っ
あ
で
の
も
く

で
ル
ー
ル
行
通
た
き
て
れ

を
性
能
可
る
す
熟
成
で

あ

で
ま
務
義
忍
受

定
否
く
全

と
た
っ

の
も
る
せ
さ
じ
生

地
役
承
や
は
も
、
も
て
し

い
な
も
で
ま
う
ま
し
て
し

地
土
。

＋ ＋

。
た
き
て
い
説
と
い
な
で

の
意
任
の
者
有
所

し
か
し

関
に
用
利

制
を
用
利
地
土

、
に
律
法
、
に
序
公
る
す

る
す
限

て
っ
よ
に
者
係
関

の
制
規
る
よ

い
強
の
ど
ほ

の
逆

よ
に
民
住
ず

ら
な
み

な
が
定
指
置

も
用
作

め
含
も
制
規
主
自
る

行
通

と
る
得
り
あ

と
だ
き
べ
る

場
い

ら
な
ば
れ
け
な
え
考

ら
め
認
が
権
行
通
も
に
合

考

得
取
効
時
の
権
役
地

れ

述
先
は
れ
そ
、
合
場
る
え

廃
。
う
ろ
あ
で
い
な

よ
の

が
性
能
可
る

に
後
分
処
道

に
う

で
き
べ
る
れ
さ
定
否

こ
る
す
和
緩
を
務
義
忍
受

の
る
す
続
存
が
権
行
通

と

る
え
考
と
い
な

理
じ
同
と

由

の
そ
、
が
う
ろ
あ
も

。

と
っ
も

位
も
そ
も
そ
、
で

行
通
の
て

期
長
が
用
利

も
あ
で
の
る

生
常
日
、
方

権る

＋

の
定
一
が
者

効
時
の
常
通

、
く
な
が
定
指
置
位
路
道

に
合
場
た
し
続
継

も
か
し

と
件
要
の

と
く
な
少
、
は

活

不
上
活
生
常
日
る
れ
さ

直
は
か
う
ど
か
欠
可
不
上

二
法
民
、
し
だ
た
。

に
接

も
り
よ
得
取

通
が
条
三
八

所
場

要
い
し
厳
な
的
定
限

行
通
て
っ
た
わ
に
年
長
を

は
権
行
通
に
合
場
の
そ

し

権
役
地
行
通
も

れ
ら
め
認

の
欠
可

認
は
得
取
効
時
の

向
方
る
せ
さ
定
肯
を
件
要

、
く
な
と
こ
る
れ
わ
問
は

効
時
の
権
役
地
行

期
効
時

て
い
つ
に
得
取）

例
判
。
る
い
て
て
立
を
件

事
う
い
と
た
き
て

れ
よ
に

い
と
い
な

不
は
で
け
だ
実

め

、
も
て
っ
立
に
場
立
う

続
継
の
期
長
。
る
得
れ
ら

こ
る
え
与
を
響
影
に

通
的

に
了
満
の
間

に
分
十
が
と

は

権
役
地
行
通
て
っ
よ

で
」
ノ
モ
ノ
現
表
且
続
継

取
効
時
の
権
役
地
、
ば

あ

、
り
あ
で
分
十

め
認
が
得

の
人
他

れ
さ
設
開
が
路
通

格
人
、
は
行

行
通
の
地
土

、
が
る
れ
ら
え
考

し
と
権

る

れ
ら
め
認
は
得
取
の

他

る
れ
ら

、
し
求
要
を
と
こ

れ
け
な
い
て

る
あ
、
は
に

ら
な
ば

＋

）

説
学
、
り
お

も
か
し
、
ず

い
な
い
で
ん

を
設
開
路
通

役
要
は
設
開

の
定
指
置
位

も
に

っ
行
が
者
有
所
の
地

に
れ
そ
は
に
く
古
り
な
か

行
が
者
有
所
の
地
役
要

同

て
れ
さ
設
開
。

な
い
て
っ

ば
れ
け
な
い

と
則
原
、
に
合
場
い
な

表

ば
れ
け
な
い
て

路
通
て
し

れ
さ
と
い
な
ら
な

あ
も
の
も
の
向
傾
る
す
調

い
な
ら
な
ば
れ
け

が
た
っ

要
の
」
現

て
い
つ
に
と
こ

が

解
と
い
な
さ
た
満
を
件

を
と
こ
る
い
て
れ
さ
設
開

求
要

）

厳
、
度
程
当
相
。
る
い
て

態
い
し

）

判
批
は
で
説
学
の
在
現
、

開
路
通
、
り
あ
で

い
強
も

で
ま
件
要
の
設）

れ
こ
。
る
あ
で
ら
か
る
す

当
妥
は
と
こ
る
す

較
比
と

例
判
を
度

。
る
え
考
と
だ

批
、
し
か
し
。

て
し
示
は

は
に
る
見
と
要
不

、
は
判

路
道
の
先
、
も
て
し

及

通
道
私
の
て
し
と
権
格
人

て
い
つ
に
権
行

）
田
和

＋

五
八
七
一

）
五
六
一
一



年
〇
〇
〇
二

学
法
館
命
立

号
四
・
三

一
七
二

て
え
代
に
め
と
ま

＋

七
一

巻
下
）
号
二
七
二
・

六
八

）
六
六
一
一

た

ば
れ
有
が
性

は
で
稿
本そ

な
ば
ね
れ
さ

地
行
通
、れ

さ

上
活
生
常
日

通
で
こ

あ
に
う
よ
の
上
以

る
い
て

的
端
も
最

成
構
律
法
て
え

役

る
れ
さ
決
解
は
題
問
に

が
件
要
は
得
取
効
時
の
権

考
が
権
行

。
い
な
ら

格
厳

不

が
る
あ
で
の
る
れ
ら
え

段
特
、
合
場
る
あ
で
欠
可

活
生
常
日
、
は
と
こ

事
の

理
整
討
検
の

で
欠
可
不
上

で
の

い
置
を
点
重
み
の
に

待
期
う
い
う
そ
、
が
る
あ

間
期
効
時
、
上
る
あ
で

が

庁
政
行
定
特
、

す
了
満
が

な
が
情

位
路
道
て
っ
よ
に

ら
め
認
が
権
行
通
り
限
い

め
た
る
れ
さ
断
判
と
る
あ

契
用
利
道
私
。
た

要
必
の

い
な
き
で

れ
さ
結
締
が
約

る

か
置
に
頭
念
そ
こ
合
場

が
護
保
に
者
行
通
は
で
ま

道
私
る
あ
の
定
指
置

い
な

れ
こ
。
る
れ

き
と
る
あ
で

件
条

そ
。
る
あ
で
例
判
が

路
道
、
し
か
し
。
る
あ
で

ね

能
可
の
渉
交
り
お
て

が

う
い
と

ま
。
い
な
ら
な
ば

の
そ
、
は
に

消
解
は
態
状

開
が
路
道
、
際
の

が
行
通

こ
る
い
て
れ
さ
設
開

設

＋

な
は
で
き
べ

常
日
、
は
と

去
撤
の
れ
そ

っ
た
当
に
否

活
生

極
積
り
限
る

権
格
人

る
あ
で
路
道
な
欠
可
不
上

設
開
て
し
と
路
通
、
く

と

有
所
地
敷
は
て

必
る
れ
さ

請
で
ま

益
利
不
る
被
の
者

性
能
可
的
論
理
る
き
で
求

権
行
通
て
し
と
）
権
活
生

こ
い
て
っ
図
に
的

成
構
を

れ
さ
断
判

場
立
る
す
と
う

要

素
要
な
要
重
の
め
た
る

は
権
行
通
に
分
部
る
あ
の

る
経
を
量
衡
益
利
と

ぶ
及

き
で
定
否
は

る
あ
は
要
必

あ
の
で
地
袋
、
し

。
い
な

、
は
ら
か

の
活
生
き
べ
る

で
論
結
の
決
判
年
九
成
平

欠
可
不
、
も
て
得
り
あ
は

る
あ
で
き
べ
す
解
と

前
の

指
路
道
、
が

も
と
っ
も
。

現
実

が
物
造
築
に
置
位
定

活
生
の
者
有
所
地
接
隣
を

は

と
う
い
と
」
利
権
的
権
格
人

、

る
え
考
と
る
あ
で
提

用

す
在
存

認
の
求
請
的
体
具

つ
し
整
調

、
も
に
合
場
る

く
か
も
と
は
語

き
で
も
つ

現
実

＋

で
定
肯
を
求

で
点
の
容
内

も
の
然
当
は

題
問
の
由
自

る
き

ろ
し
む
、
り
あ
で
の

る
じ
生
に
合
場
る
え
考
と

人
く
じ
同
、
が
る
あ
で

。

権
格
人
て
え
あ

包
に
権
格

三
和
昭

義
意
る
す
成
構
と

の
行
通
道
公
は
決
判
年
九

て
え
考
と
の
も
る
れ
さ
摂

。
い
良

＋ ＋

事
の
年
五
や
年
三
成
平
は

な
に
題
問
が
由
自

も
で
例

除
排
害
妨

活
生
、
で
点
る

移
く
な
は
で
権

請
防
予
や

て
っ
よ
に

置
位
路
道

の
動

該
当
、
ず

指
置
位
路
道

通

い
な
が
定
指

場

を
権
行

に
分
処
道
廃
は
又

な
は
害
障
的
論
理
る
め
認

務
義
忍
受
ば
れ
け
な
が
定

地
敷
て
い
お
に
所

じ
生
が

消
て
っ
よ

よ
の
ど
が
用
利

い

、
も
に
合
場
）
た
し
滅

者
有
所
地
敷
。
る
え
考
と

。
い
な
は
由
理
い
な

利
の

さ
整
調
に
う

、
は
に
際
実

常
日

よ
の
ど
が
行
通
、
れ

か
う
ど
か
欠
可
不
上
活
生

け
な
し
慮
配
分
十
は
益

と

な
法
準
基
築
建

ら
な
ば
れ

確
に
う

律
規
的
政
行
の
ど

定
確
を
か
き
べ
る
れ
さ
保

い
な

準
基
断
判
じ
同
う
い

に
在
不
が

の
上
法
公
、
が

も
は
業
作
る
す

ら
わ
拘
も

活
生
常

は
で
易
容
ん

ろ
ち

と
っ
も

権
格
人
で
ま

不
に

ら
じ
感
ら
か

も

＋

ー
ケ
害
妨
行

は
に
け
だ
益

通
は
に
合
場
の
こ
。
い
な

外
以
合
場
な
欠
可

既
の
行

認
で
中
の

の
へ
等
地
隣
の

、

断
判
の
か
う
ど
か
る
め

活
生
、
権
格
人
を
権
行
通

性
人
個
の
利
権
る
れ

維
を

な
き
で
元
還

に
腹
裏
は
と

で
ス

に
素
要
な
的
観
客
い

く
な
は
で
害
侵
権
格
人
は

の
路
通
に
現
、
実
事
成

、

の
で
的
目
定
一

あ
の
設
開

お
な
が

ー
ケ
の
り
入
ち
立

課
の
後
今
、
り
あ
で
要
必

一
の
利
権
の
め
た
る
す
持

根
を
容
内
利
権
、

し
と
つ

こ
と
る
よ

素
要
る
け
付
拠

生

意
の
そ
。
い
き
大
が
ろ

題
問
が
為
行
反
違
序
秩
活

に
的
対
相
が
と
こ
る

な
に

行
通
、
は
ス

る
れ
さ
視
重

と
題

て
え
超
を
程
射
の
権

い
た
き
お
て
し
保
留
て
し

強
と
だ
き
べ
る
め
認
て

。

限
を
利
権
、
も

も
て
し
弁

、
で
味

、
も
素
要
る
す
定

る
れ
さ
張
主
の
授
教
田
吉

指
う
い
と
だ
の
る
い
て
っ

。
う
ろ
な
に
と
こ

本
は
摘

、

の
も
な
的
権
役
人
、

日

人
個
一

グ
ン
ミ
ー
ネ
の
そ

私
、
に
う
よ

利
や
思
意
の

る
い
て
い
つ
を
質

通
の
道

。

＋

定
特
の
体
主

特
、
し
か
し

タ
判

一
・
堂
省

例
判
）
１

五
九。

照
参

井
澤
）
２

木
瀬
）
３

地
役
要
が
礎
基
の
利
権
に

ら
か
点
の
能
機
の

在
現
の

人
も
権
行
通
、し

と
析
分
な
細
詳
の
説
学

年
五
九
九

ば
え
例
、
は
て

志
呂
比
木
瀬
、）

号
二

行
通
の
道
私な

頁
六
二
）
年
七
九
九
一

裕

。
ど

明
敏
畠
東

公
｜
法
準
基
築
建
と
道
私

注
・

注
・
牧
、
頁
八）
１

。
頁
六
二）
１

活
生
常
日
の
来
将
び
よ
お

し
と
種
一
の
権
格

可
不
上

き
べ
る
め
認
て

治
詔
本
岡
、

』
門
入
権
行
通
道
私

自
の
行
通
し
い
な
権

山
信

法

三
タ
判
」
て
い
つ
に
由

｜
て
し
と
点
接
の
法
私
と

編
三
昭
乾
」

と
る
す
生
発
に
上
の
性
欠

る
え
考
と
る
あ
で

権
う
い

。
る
あ
で
の

安
、）
年
五
九
九
一
・
社

郎
一
藤

号
一
九

の
道
私牧

、
頁
四
）
年
七
九
九
一

二
賢

』
開
展
的
論
理
の
法
地
土

社
化
文
律
法

利
権
、
と
自
出
の
利

題
問
律
法

』﹈
版
三
第

三」
て
い
つ
に
由
自
の
行
通

九
五
三
）
年
〇
九
九
一
・

道
私
の
て
し
と
権
格
人

頁

て
い
つ
に
権
行
通

）
田
和

＋

七
八
七
一

）
七
六
一
一



命
立

法
館四

〇
一
リ

井
中
）
４

号
四
・
三
年
〇
〇
〇
二

学雄
美

一
七
二

巻
六
〇
一
商
民
」
批
判

号
六

八
九
一

。
頁
六
七
）
年
四
九
九
一

＋

年
七

巻
下
）
号
二
七
二
・

藤
安
、
頁
三
一
四
号
三
）

郎
一

四
評
判
」

八
八
七
一

批
判

号
三
三

〇
五
）
年
四
九
九
一

直
塚
大
、
頁

）
八
六
一
一

ュ
ジ
」
批
判

四
）
年
二

田
内
）
５

文
原
）
６

山
野
）
７

岡
藤
）
８

）
９

念
記
希

・
幸
政
部

平

一
勝

田
内
）

号
一
七
八
タ
判
」
批
判

中
田
、
頁
二
三
号

九
九
一

博
康

は
で

ッ
ロ
ブ
の
上
道
私

括
注
と
」
利
権
な
的
権
物

一
リ
ュ
ジ
・
宏

け
つ
を
弧

号
七
三
一

宏
康

）
年
八
九
九
一

集
編
生
卓
田
山
」
権
格
人

判
決
判
年
九
成

藤
・
表
代

教
法
・
博
藤
斎
は
で
」
批号

五
〇
〇
一
タ
判

二
五
）
年
九
九
九
一

』
望
展
と
題
課
の
学
法
民

注
・

〇
二
・
堂
文
成六

五
号
一
七
八
タ
判）
５

五
、
頁
三
五
）
年
五

。
頁

治
詔
本
岡
、
頁
六

可
の
求
請
去
収
の
塀
ク

建

て
れ
ら

法
園
学
都
京
」
否

求
請
除
排
害
妨
、
が
る
い

〇
一
、
頁
〇
〇
一

ど
な
権

集
編
宏
康
岡

。
頁
一

講
法
償
賠
害
損
代
現
・
新

号
六
一
二

、
頁
四
九
）
年
八
九
九
一

中
田
、
他
の
そ
、
頁

中
田

博
康

）
年
〇
〇

保
の
行
通
道
私

。
頁
〇
〇
四
、
頁
九
九
三

通
と
道
私
の
上
法
準
基
築

九
九
一
学

」
権
由
自
の
行

木
瀬
、
頁
四
四
号
一
年
五

注
・

権
る
す
有
を
力
効
的
権
物

』
２
座

で
と
こ
う
い
と
利

八
九
九
一
・
社
論
評
本
日

七
四
評
判
・
博
康

二
）
年

号
四

体
実
｜
護

）
年
八
九
九
一

を
題
問
た
れ
さ
残
の
上
法

巻
五
三
学
法
大
島

心
中

あ

。
頁
三
一）
１

九
九
一

照
参
下
以
頁
一

。
か
う
ろ

頁
一
〇
二
、
頁
九
九
一

。
夫
久
喜
田
石
」
｜
に

阿
、

古
生
先

＋

頁
三
二
三

田
前
）

版
２
第

藤
斎
）

）
年
二
八

原
藤
）

九
、
頁

お
な
。
る

判
最
）

明
達

頁

』
法
為
行
法
不

井
澤
、

・
社
新
院
書
林
青

裕

管
務
事
ク
ッ
ブ
ト
ス
キ
テ

』﹈

理

有

九
三
）
年
〇
〇
〇
二
・
閣

博

ど
な
頁

法
民
と
護
保
の
値
価
格
人

』

道
弘

社
粒
一

分
処
仮
の
止
禁
害
妨
行
通

一
三
、
頁
五
九
二

道
公
｜

二
月
九
年
五
成
平

。
頁
四

、

五
号
七
巻
七
四
集
民
日

は
体
自
決
判
裁
高
最
の
こ

道
水
下
、
は

敷
の
管
水
下

上
地
土
る
す
求
要
を
設
敷

頁
八
九
）
年
〇
八
九
一

の

夫
和
宮
四
、

法
不
・
得
利
当
不
・

務
事

為
行

』﹈
版
２
第

七
四
）
年
六
八
九
一
・ 。私

的

清
嵐
十
五
、
下
以
頁

か
何
は
利
権
全
保
被
の
道

の
頁
五
三
〇

一
忠
木
鈴
」

る
か
か
、
て
い
引
を
例
事

っ
か
な
め
認
を
権
設

解
理

清
嵐
十
五
、
が
た、

り
あ
で
法
違
が
物
建

最

理
管

う
け
受
を
令
命
去
除

為
行
法
不
・
得
利
当
不
・

』）
中

六
九
九
一
・
社
論
評
本
日

、
頁
九
三
一
）
年

』
論
権
格
人

）
年
九
八
九
一
・
社
粒
一

編
章
月
ヶ
三

座
講
法
訟
訴
事
民
務
実
新

上
・
ス
ガ
・
気
電
に
下
の

五
成
平
判

管
導
の
道
水
下

マ
リ
例
判
法
私
」
批
判
年

と
こ
る
あ
で
の
も
る

ク
ー

林
青

濫
利
権
の
裁
高
最
が

吉

）
年
三
八
九
一
・
院
書

一
良
村

な
頁
〇
〇
一

法
為
行
法
不。

ど

』置
設

九
一
・
社
論
評
本
日

ス

れ
さ
と
る
す
立
確
も
権

度
年
五
九
九
一

結
る
す
定
肯
を
用

六
）
上

い
導
を
論

＋

水
下
ら
か

こ
る
い
て

除
、
し
判
批
を
と

集
民
）

管

使
行
に
多
滅
が
令
命
去

べ
る
れ
さ
定
肯
は
設
敷
の

一
巻
一
五

、
た
っ
あ
で
き

れ
さ

。
頁
三
四
二
四
号
〇

と
こ
の
知
周
は
と
こ
い
な

い
て
し
評
と

が
た
し
、
で

。
る

＋ ＋

年
長
は
に
物
建
件
本
て
っ

む
住
が
か
誰
て
っ
た
わ
に

だ
の
る
な
に
と
こ

井
澤
）

木
瀬
）

本
岡
）

本
岡
）

裕
田
吉
）

準
基
築
建
と
権
行
通
地
隣

注
・

四
評
判
」
法

四
一
号
一
九
三
タ
判）
１

注
・

。
頁

四
巻
五
三
学
法
大
島）
５

。
頁
九
一
同
・

。
頁
八
号

己
克

巻
〇
二
一
商
民
」
批
判

号
六
七

九
九
九
一

頁
〇
八
一
）
年
八
九
九
一

頁
二
六
一
号
六
）
年

一
、

七
八

。
下
以
頁
五
七
一
、

。
頁

に
単
簡
て

藤
安
）

塚
大
）

本
岡
）

本
坂
）

、
上
た
し

田
石
）

＋

タ
判
」
批

郎
一

藤
安
）

相

版
新
・
書
選
律
法
務
実

。
る
い
て
し
理
整

係
関
隣

注
・

号
六
四
〇
一
リ
ュ
ジ）
４

注
・

野
、
頁
七
七

四
巻
五
三
学
法
大
島）
５

城
倫

。
頁
二
号相

の
法
民
と
法
準
基
築
建

夫
久
喜

」
係
関
隣

号
四
一
三
タ
判
」
批
判

構
権
格
人
は
で
件
本

九
一

八
九

あ
で
路
迂
は
実
は
成

号
三

、
頁
三
六
）
年
八
九
九
一

注
・

七
六

二
二
号
三
三
四
評
判）
４

』
権
役
地
・

、
は
頁
九

一
九
九
一
・
い
せ
う
ょ
ぎ

注
・
山

年

号
七
三
一
一
リ
ュ
ジ）
７

号
七
六
七
タ
判

一
〇
一

八

頁
一
二
）
年
七
九
九
一

三
一
、
頁
九
二
一
）
年
五

償
無
、
り

点
の
こ
。
頁
一

有
共
準
の
権
役
地
行
通
の

に
か
ま
大

。）
頁

ス
ー
ケ

人
個
は
権
格
人
、
ば
え
い

は
下
以
頁
七
一
）

格
人
の

頁

づ
基
に
限
権
な
々
様
、注

・
中
田
、
頁
七
二
、

。付
に

頁
二
一
四
文
論）
９

成
平
、
は
授
教
田
池
、
き

す
成
構
て
し
と

決
判
年
九

さ
摘
指
と
た
っ
あ
で
き
べ

さ
害
侵
を
益
利
る
わ
関
に

権
行
通
く

、
利
権
い
な
れ

事
の 。

い
つ
に
性
能
可
の

れ

討
検
に
細
詳
を
係
関
実

る
い
て

男
恒
田
池

益
利
的
格
人
、
り
ま
つ

判害
侵

＋

す
除
排
を

京
東
）

原
藤
）

田
石
）

井
澤
）

台
仙
）

口
樋
）

中
田
）

さ
解
理
と
利
権
る

中
田
）

の
利
権
、
で
の
る
い
て
れ

会
究
研
全
保
裁
地・

問
諸
の
務
実
全
保
事
民

注注
・

。
頁
四
一
三）

三
三
一
号
四
一
三
タ
判）

注
・

。
頁

田
吉
、
下
以
頁
六
三
一）

注
・

月
〇
一
年
五
五
和
昭
判
高直

三
四
タ
判
日
四
一

二
号
五
三
七
タ
判
」
批
判

博
康

三
二
、
頁
二

号
四
七
四
評
判
」
批
判

頁
一
〇
二
同
・

八
九
九
一

無
は
訟
訴
の
認
確
在
存

。

』
題

う
い
と
る
あ
で
用

八
八
九
一
・
社
報
時
例
判

。
頁
四
七
一）

〇
三
）
年

安
。
ど
な
頁
四
〇
一
号
一

注
・
藤

頁
九
九
一
）
年
。
頁

二）

。
頁
五 。

。
頁
一
〇
二
、

し
と
権
格
人

。
照
参
頁
四

い
つ
に
権
行
通
道
私
の
て

て

）
田
和

＋

九
八
七
一

）
九
六
一
一



命
立

田
池
）

〇
〇
〇
二

学
法
館本

岡
）

号
四
・
三
年

注
・

一
七
二

注
・
田
吉
、
頁
六
六）

注
・

四
七
一）

。
下
以
頁
〇
一）
５

＋

。
頁

巻
下
）
号
二
七
二
・

〇
九
七
一

）
〇
七
一
一

本
坂
）

使
て
し
と

中
田
）

取
に
内
地

本
岡
）

木
瀬
）

田
池
）

山
野
）

注
・

田
内
）

頁
八
二
号
七
六
七
タ
判）

注
・

。

・
田
池
。
頁
五
〇
四）
９

注

に
合
場
る
い
て
し
用

七）

・

し
と
者
有
所
地
土
、
は

注

の
行
通
。
頁
九
四
一）
１

に
と
こ
む
込
り

内
の
由
自

幅
の
定
所
法
、
て
し
因
起

注
・

員

注
・

。
頁
九
一）
１

注
・

。
頁
〇
七
）

号
七
三
一
一
リ
ュ
ジ）
７

注
・

。
頁
一
〇
一

六
五
号
一
七
八
タ
判）
５

れ
こ
も
頁
一・

藤
斎
、
頁

。
る
す
定
肯
に
的
極
積
を

い
な
き
で
求
請
は
て

中
田

と
容

ど
が
る
い
て
れ
さ
と

車
の
者
用
利
行
通
、
て
し

る
す
復
回
を

当
の
行
通
両

る
れ
わ
問
が
否
当
の
と
こ

注

場

五
九
号
六
一
二
教
法）
９

営
は
授
教
助

・
中
田
、
頁

つ
つ
し
と
む
含
を
動
活
業

が
否

。
か
う
ろ
あ
で
う

も

道
私
、
と
合
場
る
れ
わ
問

注

。
る
あ
が
合

が
者
有
所

、

。
ど
な
頁
五
〇
四）
９

場
車
駐
貸
賃
を
地
土
道
接

を
分
部
道
私
の
有
所
己
自

宅

＋

本
岡
）

中
田
）

八
一
）
年

井
澤
）

塚
大
）

田
池
）

田
池
）

田
池
）

注
・

田
池
）

注
・

。
頁
九
二）
５

裕

。
頁
六
四
三）
５

隣
・
究
研
例
判
合
総
法
民

注
・

。
頁
〇

権
行
通
地

号
六
四
〇
一
リ
ュ
ジ）
４

注
・

。
頁
七
七

頁
九
六
同
・

。
頁
七
六）

六
同
・

。
頁
〇
七
同
・

。。
頁
九

』）
補
増

）
年
七
八
九
一
・
社
粒
一

同
、
頁
二
五

準
基
築
建
と
権
行
通
地
隣

号
六
七
四
評
判
」
法

八
九
九
一

＋

田
吉
）

田
吉
）

注
・

田
多
）

七
一
同
・

。
頁
六
六
一）

隆
利

。
下
以
頁
七

ー
マ
リ
例
判
法
私
」
批
判

。
頁
八
一
号
八
一
ス
ク

＋ ＋

藤
安
）

本
岡
）

本
岡
）

本
岡
）

郎
一

川
末
）

』
法
準
基
築
建
新

有

注
・

九
一
・
閣

一
同
・

。
頁
七
四
一）
１

頁
七
四
一
同
・

。
頁
六
四

博

。

る
す
行
通
を
地
土
の
人
他

七
）
年
九
八商

民
」
利
権

井
澤
、
頁
八

畠
東

巻
五

・
路
道

〇
一
号
一
）
年
七
三
九
一

』
例
判
裁
の
路
通

、
頁
八

一

年
三
九
九
一
・
堂
省
三

。
頁
二
七
三
）

。
頁
四
一

て
し
と

限
権
る
す

え
例
）

譲中
田
）

原
藤
）

判
大
）

判
最
）

＋

崎
宮
）

法
民
ツ
イ
ド
、
ば

橋
舟
）

を

は
項
一
第
条
〇
九
〇
一

の
権
役
地
、
や
者
る
す
有

続
相
び
及
渡

る
な
と
容
内

と
こ
い
な
ら
な
と
象
対
の

注
・

定
を

注
・

。
頁
二
〇
四）
９

注
・
藤
安
、
頁
八
〇
三）

一
月
九
年
二
和
昭

三
二）

五
号
〇
一
巻
六
集
民
日
九

六
二
月
二
一
年
〇
三
和
昭

郎
治
孝

四
一
巻
九
集
民
日

法
」
得
取
効
時
の
権
役
地

一
淳

六
四
協

』
法
権
物

有

限
制
、

年
〇
六
九
一
・
閣

権
役
人
的

る
す
有
を
限
権
の
他
の
そ

。
る
め

の
用
利
る
よ
に
者

九
〇
二
号

。
頁
〇
一
。
頁

年
三
三
和
昭
判
最
、
頁
七

巻

月
二

七
一
号
七
）
年
八
二
九
一

末
、
頁
二
三
四
）

。
頁
〇

博
川

』
法
権
物

本
日

担
負

、
め
定
て
い
つ
に
）

、
め
認
を
と
こ
る
け
受
を

一
集
民
日
四
一

一
九
〇
一

評

。
頁
八
六
二
号
二
巻
二

三
）
年
一
六
九
一
・
社
論

が
地
土
る
あ

我
、
頁
六
五

限
制
は
条

用
利
に
的
人
個

栄
妻

則
原
が
権
役
人
的

訂
補
亨
泉
有

訂
新

＋

』
法
権
物

年
三
八
九
一
・
店
書
波
岩

ス
リ
ュ
ジ
、
頁
一
二
四
）

刊
増
時
臨
ト

理
法
の
動
変
権
物
産
当
不

』

頁
〇
六
一
）
年
三
八
九
一

の
て
し
と
権
格
人

。
下
以

て
い
つ
に
権
行
通
道
私

）
田
和

＋

一
九
七
一

）
一
七
一
一


